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東京都がん診療連携拠点病院機能強

化事業における「地域がん診療連携推

進事業」の実施医療圏数 

３医療圏 
（令和４年度） 

増やす 
機能強化事業実

績報告書 

死亡前１か月間の療養生活について、

望んだ場所で過ごすことができた患

者の割合 

51.8％ 
（令和元年度、 

２年度） 

増やす 

国立がん研究センター

遺族調査 

（都道府県別集計） 

周術期口腔ケアについて「聞いたこと

があり、内容も知っている」と回答し

た施設・事業所の割合 

【がん診療を行う病院】 

  60.7％ 
【在宅療養支援診療所】 

  49.7％ 
【訪問看護 

ステーション】 

  43.4％ 
【介護保険 

サービス事業所】 

28.6% 
（令和４年度） 

増やす 

東京都がん 

医療施設等 

調査 

２２  ががんんとと診診断断さされれたた時時かかららのの切切れれ目目ののなないい緩緩和和ケケアアのの提提供供8800  

 

 

 

 

 

 

 

○ 平成 28（2016）年に改正されたがん対策基本法第 15 条において緩和ケアが

定義され、また、同法第 17 条で施策の位置付けが明記されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 緩和ケアは、身体的・精神心理的・社会的苦痛等の「全人的な苦痛」への対応（全   

人的なケア）を、全ての医療従事者が診断時から行うとともに、地域の関係機関等

とも連携して取り組まれるものであり、こうした取組を通じて、患者及び家族等の

ＱＯＬの向上を目標とするものとされています。 

 

（（１１））都都内内のの緩緩和和ケケアアのの提提供供体体制制のの充充実実  

アア  拠拠点点病病院院等等（（成成人人・・小小児児））ににおおけけるる取取組組  

現現状状とと課課題題  

○ 拠点病院等（成人・小児）は、がんの診断時から一貫して、がん診療に携わる全

ての医療従事者により必要な緩和ケアを提供しています。さらに、拠点病院等（成

人・小児）は緩和ケアに携わる専門的な知識と技能を持つ医師、看護師及び薬剤師

等や相談支援に携わる専門的な知識と技能を有する社会福祉士や公認心理師等を

配置した「緩和ケアチーム」を設置し、主治医等と協働して、これらのスタッフの

専門性を活かした緩和ケアを提供しています。加えて、都道府県がん診療連携拠点

病院は、都内における緩和ケア提供体制の中心として、専門的な緩和ケアを提供す

 
80 本パートにおける記載は、特記がない限り、小児から高齢者まで全ての年代のがんを対象とする。 

○ がんと診断された時から、全ての場所で切れ目なく適切な緩和ケアが迅速に提

供されることにより、ＱＯＬの維持・向上が図られ、患者が希望する場所で安心

して療養できることを目指します。 

緩緩和和ケケアアのの定定義義（（第第 1155 条条抜抜粋粋））  

「がんその他の特定の疾病に罹患した者に係る身体的若しくは精神的な苦

痛又は社会生活上の不安を緩和することによりその療養生活の質の維持向上

を図ることを主たる目的とする治療、看護その他の行為をいう。」 

 

緩緩和和ケケアアのの施施策策ととししててのの位位置置付付けけ（（第第 1177 条条抜抜粋粋））  

がん患者の療養生活（その家族の生活を含む。）の質の維持向上のために必

要な施策として、「緩和ケアが診断の時から適切に提供されるようにするこ

と。」と明記 
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る院内の拠点組織である「緩和ケアセンター81」を設置しています。 

 

○ 拠点病院等（成人）のがん患者のうち約 24％が、病院で身体的な痛みや精神的

なつらさなどについて「問診を受けたり、回答を依頼されたことはない」と回答82

しており、また、それらの痛みや不快な症状を医療従事者に伝えた後にも「対応は

なかった」「対応はあったが改善しなかった」との回答が合わせて２～３割程度と

なっています。 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）でがん診療に携わる全医療従事者が入院、外来を問わ

ず、患者の苦痛・つらさについて把握し、診断時から一貫して基本的な緩和ケアの

提供を行い、必要に応じて緩和ケアチーム等の専門的緩和ケアへつなげる83必要が

あります。 

 

○ 拠点病院等（成人）は、外来において専門的な緩和ケアを提供する「緩和ケア外

来」を整備しており、自施設のがん患者に限らず、他施設でがん診療を受けている

又は受けていた患者についても受入れを行っているものの、実際の症例数や地域

の医療機関からの紹介患者数は病院により差があります。このため、緩和ケア外来

における緩和ケアの提供を促進する必要があります。 

 

○ 人生の最終段階においても都民が安心して穏やかに過ごすためには、適切な緩

和ケアが提供される必要があります。国立がん研究センターが実施した遺族調査

（令和元年度、２年度）の都道府県別集計結果によると、死亡前１か月間の療養

生活について、「痛みが少なく過ごせた」と回答した割合は約 48％、「からだの苦

痛が少なく過ごせた」と回答した割合は約 41％、「おだやかな気持ちで過ごせた」

と回答した割合は約 46％となっています。 

 

○ がんの診断時は、患者及び家族にとって、診断による衝撃への対応や今後の治

療・生活への備えが必要となる重要な時期です。医療従事者は、治療と生活の両面

を支えるために、身体的問題を和らげることに加え、精神心理的な問題、社会・経

済的な問題についても確認し、積極的に情報を提供することにより、患者及び家族

が課題を整理し、今後に備えることができるよう支援することが求められていま

す。 

 

○ 国は、診断時の緩和ケアを実践するポイントを整理したリーフレット84、診断時

 
81 「緩和ケアセンター」：緩和ケアチーム、緩和ケア外来、緩和ケア病棟等の専門的な緩和ケアを統括する院内拠

点組織のこと。都道府県がん診療連携拠点病院には、がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針により設

置が義務付けられている。 
82 「東京都がん患者調査（令和５年３月）」による。 
83 ここでいう「つなげる」とは、医療従事者が専門的な緩和ケアについて、緩和ケアチームや緩和ケア外来等に相

談し、その後も双方向性に協働すること。 
84 「診断時の緩和ケア」https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000948187.pdf 
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の医療従事者の対応についての説明文書85及び専門的な治療の活用を含む対応の

ポイントを整理したリーフレット86（以下「国のがんの緩和ケアに関する資材」と

いう。）を作成し、がん医療を提供する全ての医療機関等に対し周知を行っていま

す。 

 

○ 医療従事者は、診断時に患者及び家族へ必要な情報提供（がん相談支援センター

の存在や、経済的なことや利用可能な支援といった生活の部分の案内を含む。）を

行い、支援につなげる必要があります。 

 

○ 国立がん研究センターの遺族調査（令和元年度、２年度）の都道府県別集計結果

によると、死亡前１か月間の患者の療養生活について、「望んだ場所で過ごせた」

と回答した割合は約 52％にとどまっています。 

 

○ 患者が安心して地域で療養するためには、拠点病院等（成人）と地域の医療機関

間で連携して診療するなどにより、切れ目なく緩和ケアが提供されることが重要

です。 

  一方で、訪問看護ステーションや在宅療養支援診療所からは、拠点病院等から在

宅へのつなぎが遅いとの指摘があります。87拠点病院等（成人・小児）への調査に

よると、入院がん患者の円滑な在宅移行を阻む要因として、患者の理解不足や不安

が挙げられました。88また、地域の医師等に早くからつながることについて、患者

及び家族の理解が進んでいないとの指摘があります。 

 

○ このため、早期からの、意思決定支援の実施及び円滑な退院支援を推進する必要

があります。加えて、単身者も含め在宅療養で受けることができる支援体制を患者

及び家族へ周知する必要があります。 

 

○ 住み慣れた地域で療養を望む患者が、安心して適切な緩和ケアを受けることが

できるよう、拠点病院等（成人）は、切れ目のない緩和ケアの提供に向けた連携体

制の整備と地域の緩和ケアの水準向上に取り組んでいます。拠点病院等（成人）の

緩和ケアチームは、地域の医療機関や在宅療養支援診療所等から定期的に連絡・相

談を受ける体制を確保し、必要に応じて助言等を行うこととされています。 

 

○ 一方で、在宅療養支援診療所や訪問看護ステーションへの調査では、「拠点病院

等と日頃から地域連携している」と回答した割合はともに約半数程度でした。89 

また、在宅療養支援診療所への調査では、拠点病院等での治療後、入院がん患者

 
85 「病状、治療方針とあわせて、医療チームからお伝えしたいこと」

https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000950865.pdf 
86 「痛みへの対応について」https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000950866.pdf 
87 「東京都がん医療施設等調査（令和５年３月）」による。 
88 同上 
89 「東京都がん医療施設等調査（令和５年３月）」による。 

80 

る院内の拠点組織である「緩和ケアセンター81」を設置しています。 

 

○ 拠点病院等（成人）のがん患者のうち約 24％が、病院で身体的な痛みや精神的

なつらさなどについて「問診を受けたり、回答を依頼されたことはない」と回答82

しており、また、それらの痛みや不快な症状を医療従事者に伝えた後にも「対応は

なかった」「対応はあったが改善しなかった」との回答が合わせて２～３割程度と

なっています。 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）でがん診療に携わる全医療従事者が入院、外来を問わ

ず、患者の苦痛・つらさについて把握し、診断時から一貫して基本的な緩和ケアの

提供を行い、必要に応じて緩和ケアチーム等の専門的緩和ケアへつなげる83必要が

あります。 

 

○ 拠点病院等（成人）は、外来において専門的な緩和ケアを提供する「緩和ケア外

来」を整備しており、自施設のがん患者に限らず、他施設でがん診療を受けている

又は受けていた患者についても受入れを行っているものの、実際の症例数や地域

の医療機関からの紹介患者数は病院により差があります。このため、緩和ケア外来

における緩和ケアの提供を促進する必要があります。 

 

○ 人生の最終段階においても都民が安心して穏やかに過ごすためには、適切な緩

和ケアが提供される必要があります。国立がん研究センターが実施した遺族調査

（令和元年度、２年度）の都道府県別集計結果によると、死亡前１か月間の療養

生活について、「痛みが少なく過ごせた」と回答した割合は約 48％、「からだの苦

痛が少なく過ごせた」と回答した割合は約 41％、「おだやかな気持ちで過ごせた」

と回答した割合は約 46％となっています。 

 

○ がんの診断時は、患者及び家族にとって、診断による衝撃への対応や今後の治

療・生活への備えが必要となる重要な時期です。医療従事者は、治療と生活の両面

を支えるために、身体的問題を和らげることに加え、精神心理的な問題、社会・経

済的な問題についても確認し、積極的に情報を提供することにより、患者及び家族

が課題を整理し、今後に備えることができるよう支援することが求められていま

す。 

 

○ 国は、診断時の緩和ケアを実践するポイントを整理したリーフレット84、診断時

 
81 「緩和ケアセンター」：緩和ケアチーム、緩和ケア外来、緩和ケア病棟等の専門的な緩和ケアを統括する院内拠

点組織のこと。都道府県がん診療連携拠点病院には、がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針により設

置が義務付けられている。 
82 「東京都がん患者調査（令和５年３月）」による。 
83 ここでいう「つなげる」とは、医療従事者が専門的な緩和ケアについて、緩和ケアチームや緩和ケア外来等に相

談し、その後も双方向性に協働すること。 
84 「診断時の緩和ケア」https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000948187.pdf 

 

の医療従事者の対応についての説明文書85及び専門的な治療の活用を含む対応の

ポイントを整理したリーフレット86（以下「国のがんの緩和ケアに関する資材」と

いう。）を作成し、がん医療を提供する全ての医療機関等に対し周知を行っていま

す。 

 

○ 医療従事者は、診断時に患者及び家族へ必要な情報提供（がん相談支援センター

の存在や、経済的なことや利用可能な支援といった生活の部分の案内を含む。）を

行い、支援につなげる必要があります。 

 

○ 国立がん研究センターの遺族調査（令和元年度、２年度）の都道府県別集計結果

によると、死亡前１か月間の患者の療養生活について、「望んだ場所で過ごせた」

と回答した割合は約 52％にとどまっています。 

 

○ 患者が安心して地域で療養するためには、拠点病院等（成人）と地域の医療機関

間で連携して診療するなどにより、切れ目なく緩和ケアが提供されることが重要

です。 

  一方で、訪問看護ステーションや在宅療養支援診療所からは、拠点病院等から在

宅へのつなぎが遅いとの指摘があります。87拠点病院等（成人・小児）への調査に

よると、入院がん患者の円滑な在宅移行を阻む要因として、患者の理解不足や不安

が挙げられました。88また、地域の医師等に早くからつながることについて、患者

及び家族の理解が進んでいないとの指摘があります。 

 

○ このため、早期からの、意思決定支援の実施及び円滑な退院支援を推進する必要

があります。加えて、単身者も含め在宅療養で受けることができる支援体制を患者

及び家族へ周知する必要があります。 

 

○ 住み慣れた地域で療養を望む患者が、安心して適切な緩和ケアを受けることが

できるよう、拠点病院等（成人）は、切れ目のない緩和ケアの提供に向けた連携体

制の整備と地域の緩和ケアの水準向上に取り組んでいます。拠点病院等（成人）の

緩和ケアチームは、地域の医療機関や在宅療養支援診療所等から定期的に連絡・相

談を受ける体制を確保し、必要に応じて助言等を行うこととされています。 

 

○ 一方で、在宅療養支援診療所や訪問看護ステーションへの調査では、「拠点病院

等と日頃から地域連携している」と回答した割合はともに約半数程度でした。89 

また、在宅療養支援診療所への調査では、拠点病院等での治療後、入院がん患者

 
85 「病状、治療方針とあわせて、医療チームからお伝えしたいこと」

https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000950865.pdf 
86 「痛みへの対応について」https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000950866.pdf 
87 「東京都がん医療施設等調査（令和５年３月）」による。 
88 同上 
89 「東京都がん医療施設等調査（令和５年３月）」による。 

 

る院内の拠点組織である「緩和ケアセンター81」を設置しています。 

 

○ 拠点病院等（成人）のがん患者のうち約 24％が、病院で身体的な痛みや精神的

なつらさなどについて「問診を受けたり、回答を依頼されたことはない」と回答82

しており、また、それらの痛みや不快な症状を医療従事者に伝えた後にも「対応は

なかった」「対応はあったが改善しなかった」との回答が合わせて２～３割程度と

なっています。 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）でがん診療に携わる全医療従事者が入院、外来を問わ

ず、患者の苦痛・つらさについて把握し、診断時から一貫して基本的な緩和ケアの

提供を行い、必要に応じて緩和ケアチーム等の専門的緩和ケアへつなげる83必要が

あります。 

 

○ 拠点病院等（成人）は、外来において専門的な緩和ケアを提供する「緩和ケア外

来」を整備しており、自施設のがん患者に限らず、他施設でがん診療を受けている

又は受けていた患者についても受入れを行っているものの、実際の症例数や地域

の医療機関からの紹介患者数は病院により差があります。このため、緩和ケア外来

における緩和ケアの提供を促進する必要があります。 

 

○ 人生の最終段階においても都民が安心して穏やかに過ごすためには、適切な緩

和ケアが提供される必要があります。国立がん研究センターが実施した遺族調査

（令和元年度、２年度）の都道府県別集計結果によると、死亡前１か月間の療養

生活について、「痛みが少なく過ごせた」と回答した割合は約 48％、「からだの苦

痛が少なく過ごせた」と回答した割合は約 41％、「おだやかな気持ちで過ごせた」

と回答した割合は約 46％となっています。 

 

○ がんの診断時は、患者及び家族にとって、診断による衝撃への対応や今後の治

療・生活への備えが必要となる重要な時期です。医療従事者は、治療と生活の両面

を支えるために、身体的問題を和らげることに加え、精神心理的な問題、社会・経

済的な問題についても確認し、積極的に情報を提供することにより、患者及び家族

が課題を整理し、今後に備えることができるよう支援することが求められていま

す。 

 

○ 国は、診断時の緩和ケアを実践するポイントを整理したリーフレット84、診断時

 
81 「緩和ケアセンター」：緩和ケアチーム、緩和ケア外来、緩和ケア病棟等の専門的な緩和ケアを統括する院内拠

点組織のこと。都道府県がん診療連携拠点病院には、がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針により設

置が義務付けられている。 
82 「東京都がん患者調査（令和５年３月）」による。 
83 ここでいう「つなげる」とは、医療従事者が専門的な緩和ケアについて、緩和ケアチームや緩和ケア外来等に相

談し、その後も双方向性に協働すること。 
84 「診断時の緩和ケア」https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000948187.pdf 
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の医療従事者の対応についての説明文書85及び専門的な治療の活用を含む対応の

ポイントを整理したリーフレット86（以下「国のがんの緩和ケアに関する資材」と

いう。）を作成し、がん医療を提供する全ての医療機関等に対し周知を行っていま

す。 

 

○ 医療従事者は、診断時に患者及び家族へ必要な情報提供（がん相談支援センター

の存在や、経済的なことや利用可能な支援といった生活の部分の案内を含む。）を

行い、支援につなげる必要があります。 

 

○ 国立がん研究センターの遺族調査（令和元年度、２年度）の都道府県別集計結果

によると、死亡前１か月間の患者の療養生活について、「望んだ場所で過ごせた」

と回答した割合は約 52％にとどまっています。 

 

○ 患者が安心して地域で療養するためには、拠点病院等（成人）と地域の医療機関

間で連携して診療するなどにより、切れ目なく緩和ケアが提供されることが重要

です。 

  一方で、訪問看護ステーションや在宅療養支援診療所からは、拠点病院等から在

宅へのつなぎが遅いとの指摘があります。87拠点病院等（成人・小児）への調査に

よると、入院がん患者の円滑な在宅移行を阻む要因として、患者の理解不足や不安

が挙げられました。88また、地域の医師等に早くからつながることについて、患者

及び家族の理解が進んでいないとの指摘があります。 

 

○ このため、早期からの、意思決定支援の実施及び円滑な退院支援を推進する必要

があります。加えて、単身者も含め在宅療養で受けることができる支援体制を患者

及び家族へ周知する必要があります。 

 

○ 住み慣れた地域で療養を望む患者が、安心して適切な緩和ケアを受けることが

できるよう、拠点病院等（成人）は、切れ目のない緩和ケアの提供に向けた連携体

制の整備と地域の緩和ケアの水準向上に取り組んでいます。拠点病院等（成人）の

緩和ケアチームは、地域の医療機関や在宅療養支援診療所等から定期的に連絡・相

談を受ける体制を確保し、必要に応じて助言等を行うこととされています。 

 

○ 一方で、在宅療養支援診療所や訪問看護ステーションへの調査では、「拠点病院

等と日頃から地域連携している」と回答した割合はともに約半数程度でした。89 

また、在宅療養支援診療所への調査では、拠点病院等での治療後、入院がん患者

 
85 「病状、治療方針とあわせて、医療チームからお伝えしたいこと」
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86 「痛みへの対応について」https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000950866.pdf 
87 「東京都がん医療施設等調査（令和５年３月）」による。 
88 同上 
89 「東京都がん医療施設等調査（令和５年３月）」による。 
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できるよう、拠点病院等（成人）は、切れ目のない緩和ケアの提供に向けた連携体

制の整備と地域の緩和ケアの水準向上に取り組んでいます。拠点病院等（成人）の
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る院内の拠点組織である「緩和ケアセンター81」を設置しています。 

 

○ 拠点病院等（成人）のがん患者のうち約 24％が、病院で身体的な痛みや精神的

なつらさなどについて「問診を受けたり、回答を依頼されたことはない」と回答82

しており、また、それらの痛みや不快な症状を医療従事者に伝えた後にも「対応は

なかった」「対応はあったが改善しなかった」との回答が合わせて２～３割程度と

なっています。 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）でがん診療に携わる全医療従事者が入院、外来を問わ

ず、患者の苦痛・つらさについて把握し、診断時から一貫して基本的な緩和ケアの

提供を行い、必要に応じて緩和ケアチーム等の専門的緩和ケアへつなげる83必要が

あります。 

 

○ 拠点病院等（成人）は、外来において専門的な緩和ケアを提供する「緩和ケア外

来」を整備しており、自施設のがん患者に限らず、他施設でがん診療を受けている

又は受けていた患者についても受入れを行っているものの、実際の症例数や地域

の医療機関からの紹介患者数は病院により差があります。このため、緩和ケア外来

における緩和ケアの提供を促進する必要があります。 

 

○ 人生の最終段階においても都民が安心して穏やかに過ごすためには、適切な緩

和ケアが提供される必要があります。国立がん研究センターが実施した遺族調査

（令和元年度、２年度）の都道府県別集計結果によると、死亡前１か月間の療養
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○ がんの診断時は、患者及び家族にとって、診断による衝撃への対応や今後の治

療・生活への備えが必要となる重要な時期です。医療従事者は、治療と生活の両面

を支えるために、身体的問題を和らげることに加え、精神心理的な問題、社会・経

済的な問題についても確認し、積極的に情報を提供することにより、患者及び家族

が課題を整理し、今後に備えることができるよう支援することが求められていま

す。 

 

○ 国は、診断時の緩和ケアを実践するポイントを整理したリーフレット84、診断時
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置が義務付けられている。 
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  一方で、訪問看護ステーションや在宅療養支援診療所からは、拠点病院等から在

宅へのつなぎが遅いとの指摘があります。87拠点病院等（成人・小児）への調査に

よると、入院がん患者の円滑な在宅移行を阻む要因として、患者の理解不足や不安

が挙げられました。88また、地域の医師等に早くからつながることについて、患者

及び家族の理解が進んでいないとの指摘があります。 

 

○ このため、早期からの、意思決定支援の実施及び円滑な退院支援を推進する必要

があります。加えて、単身者も含め在宅療養で受けることができる支援体制を患者

及び家族へ周知する必要があります。 

 

○ 住み慣れた地域で療養を望む患者が、安心して適切な緩和ケアを受けることが

できるよう、拠点病院等（成人）は、切れ目のない緩和ケアの提供に向けた連携体

制の整備と地域の緩和ケアの水準向上に取り組んでいます。拠点病院等（成人）の

緩和ケアチームは、地域の医療機関や在宅療養支援診療所等から定期的に連絡・相

談を受ける体制を確保し、必要に応じて助言等を行うこととされています。 

 

○ 一方で、在宅療養支援診療所や訪問看護ステーションへの調査では、「拠点病院

等と日頃から地域連携している」と回答した割合はともに約半数程度でした。89 

また、在宅療養支援診療所への調査では、拠点病院等での治療後、入院がん患者

 
85 「病状、治療方針とあわせて、医療チームからお伝えしたいこと」

https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000950865.pdf 
86 「痛みへの対応について」https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000950866.pdf 
87 「東京都がん医療施設等調査（令和５年３月）」による。 
88 同上 
89 「東京都がん医療施設等調査（令和５年３月）」による。 

の医療従事者の対応についての説明文書85及び専門的な治療の活用を含む対応の

ポイントを整理したリーフレット86（以下「国のがんの緩和ケアに関する資材」と

いう。）を作成し、がん医療を提供する全ての医療機関等に対し周知を行っていま

す。 

 

○ 医療従事者は、診断時に患者及び家族へ必要な情報提供（がん相談支援センター

の存在や、経済的なことや利用可能な支援といった生活の部分の案内を含む。）を

行い、支援につなげる必要があります。 

 

○ 国立がん研究センターの遺族調査（令和元年度、２年度）の都道府県別集計結果

によると、死亡前１か月間の患者の療養生活について、「望んだ場所で過ごせた」

と回答した割合は約 52％にとどまっています。 

 

○ 患者が安心して地域で療養するためには、拠点病院等（成人）と地域の医療機関

間で連携して診療するなどにより、切れ目なく緩和ケアが提供されることが重要

です。 

  一方で、訪問看護ステーションや在宅療養支援診療所からは、拠点病院等から在

宅へのつなぎが遅いとの指摘があります。87拠点病院等（成人・小児）への調査に

よると、入院がん患者の円滑な在宅移行を阻む要因として、患者の理解不足や不安

が挙げられました。88また、地域の医師等に早くからつながることについて、患者

及び家族の理解が進んでいないとの指摘があります。 

 

○ このため、早期からの、意思決定支援の実施及び円滑な退院支援を推進する必要

があります。加えて、単身者も含め在宅療養で受けることができる支援体制を患者

及び家族へ周知する必要があります。 

 

○ 住み慣れた地域で療養を望む患者が、安心して適切な緩和ケアを受けることが

できるよう、拠点病院等（成人）は、切れ目のない緩和ケアの提供に向けた連携体

制の整備と地域の緩和ケアの水準向上に取り組んでいます。拠点病院等（成人）の

緩和ケアチームは、地域の医療機関や在宅療養支援診療所等から定期的に連絡・相

談を受ける体制を確保し、必要に応じて助言等を行うこととされています。 

 

○ 一方で、在宅療養支援診療所や訪問看護ステーションへの調査では、「拠点病院

等と日頃から地域連携している」と回答した割合はともに約半数程度でした。89 

また、在宅療養支援診療所への調査では、拠点病院等での治療後、入院がん患者

 
85 「病状、治療方針とあわせて、医療チームからお伝えしたいこと」

https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000950865.pdf 
86 「痛みへの対応について」https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000950866.pdf 
87 「東京都がん医療施設等調査（令和５年３月）」による。 
88 同上 
89 同上 
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の円滑な在宅医療への移行を阻む要因として、「患者の急変時の対応が明確でない」

と回答した割合は約 43％でした。90 

  さらに、拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛

緩和指導管理料算定病院への調査では、拠点病院等による専門的緩和ケアのアド

バイスについて、「どこに頼めばよいかわからず受けられていない」と回答した割

合は約 36％でした。91 

 

○ 日頃から情報共有や地域連携を一層進めるためには、拠点病院等（成人・小児）

による地域からの相談体制及び緊急受入体制の確保・周知が必要です。 

 

○ また、拠点病院等（成人）の所在地から離れた地域で居住する患者の円滑な地域

移行に向け、広域的な退院支援の促進が必要です。 

 

≪参考≫  

 定  義 

基本的緩和ケア 
担当医や担当看護師など全ての医療従事者が習得し提供するケ

ア。 

専門的緩和ケア 

基本的緩和ケアでは対応が難しい場合に、専門的な知識や技術

を持って提供するケア。 

緩和ケア医や緩和ケアチーム、麻酔科医、放射線治療医、精神腫

瘍医などが提供する。 

※上記定義は「診断時の緩和ケアを実践するポイントを整理したリーフレット92」による。 

 

取取組組のの方方向向性性  

①①  診診断断時時かかららのの経経時時的的なな苦苦痛痛・・つつららささのの把把握握とと適適切切なな対対応応のの推推進進  

○ 主治医や看護師等が患者及び家族とのコミュニケーション等により、苦痛・つら

さを把握し対応することができるよう、拠点病院等（成人・小児）は研修会等によ

り基本的な緩和ケアの技術向上を図ります。 

 

○ 医療従事者による患者の苦痛・つらさへの適切な対応について、国が作成したが

んの緩和ケアに関する資材も活用しながら、東京都がん診療連携協議会と連携し、

促進します。 

 
90 「東京都がん医療施設等調査（令和５年３月）」による。 
91 同上。がん性疼痛緩和指導管理料は、がん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与している患者に対し

て、WHO 方式のがん性疼痛の治療法に基づき、緩和ケアに係る研修を受けた医師が計画的な治療管理及び

療養上必要な指導を行い、麻薬を処方した場合に、月１回に限り算定できるものである。本調査は、拠点病院

等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和を行う病院の実態等を把握するため、同

管理料を算定する病院を調査対象とした。 
92 「診断時の緩和ケア」https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000948187.pdf 

○ 患者の苦痛・つらさに応じて、医療従事者が必要に応じて専門的緩和ケアにつな

げることができるよう、拠点病院等（成人・小児）は、緩和ケアチームへ依頼する

手順の明確化や院内連携の強化を図ります。 

 

○ 緩和ケア外来について、地域の医療機関からの患者の受入を促進するため、拠点

病院等（成人）は、緩和ケア外来の周知を強化するとともに、地域の医療機関から

の受入れ時には主治医等との情報共有を図りながら対応します。 

 

○ がん相談支援センターを有する病院は、患者及び家族の苦痛・つらさへの相談支

援を継続します。 

 

○ 痛みの軽減に当たり、医療用麻薬だけでなく、緩和的放射線治療や神経ブロック

等の活用を考慮することができるよう、東京都がん診療連携協議会と連携して、対

応可能な施設の情報を集約し、周知していきます。 

  

②②  診診断断時時のの支支援援のの充充実実 

○ 診断時に必要な支援が患者及び家族に提供され、不安のある患者及び家族が相

談窓口につながるほか、何か困ったときに主治医以外にも相談できると理解して

もらえるよう、診断に関わる医療従事者に対し診断時の緩和ケアの理解促進を図

り、患者及び家族への適切な配慮や情報提供を推進します。 

 

③③  早早期期かかららのの意意思思決決定定支支援援のの推推進進  

○ 患者及び家族が、どのような治療を受けるか、どこで緩和ケアを受けるかについ

て考え、医療従事者と相談した上で、納得感をもって選択することができるよう、

早期からの医療従事者と患者及び家族とのコミュニケーション、在宅療養に関す

る情報提供及び院内関係者間の情報共有について、東京都がん診療連携協議会と

連携し、推進します。 

 

○ 地域で安心して緩和ケアを受けることができるよう、患者が拠点病院等（成人）

と併せて地域の医療機関も受診し、地域の医療従事者との信頼関係を構築すると

いう選択肢について、東京都がん診療連携協議会と連携し、患者に対し啓発します。 

 

○ 都は、在宅療養を支える仕組みや在宅で受けることができる緩和ケアについて

の情報を東京都がんポータルサイトにより効果的に発信します。 

  

④④  圏圏域域をを中中心心ととししたた地地域域連連携携のの推推進進  

○ 患者及び家族が地域で安心して緩和ケアを受けることができるよう、拠点病院

等（成人）は、退院に向けたカンファレンスを地域・在宅医療機関の多職種ととも

に実施するほか、圏域ごとの研修、意見交換会等を実施します。 
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の円滑な在宅医療への移行を阻む要因として、「患者の急変時の対応が明確でない」

と回答した割合は約 43％でした。90 

  さらに、拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛

緩和指導管理料算定病院への調査では、拠点病院等による専門的緩和ケアのアド

バイスについて、「どこに頼めばよいかわからず受けられていない」と回答した割

合は約 36％でした。91 

 

○ 日頃から情報共有や地域連携を一層進めるためには、拠点病院等（成人・小児）

による地域からの相談体制及び緊急受入体制の確保・周知が必要です。 

 

○ また、拠点病院等（成人）の所在地から離れた地域で居住する患者の円滑な地域

移行に向け、広域的な退院支援の促進が必要です。 

 

≪参考≫  

 定  義 

基本的緩和ケア 
担当医や担当看護師など全ての医療従事者が習得し提供するケ

ア。 

専門的緩和ケア 

基本的緩和ケアでは対応が難しい場合に、専門的な知識や技術

を持って提供するケア。 

緩和ケア医や緩和ケアチーム、麻酔科医、放射線治療医、精神腫

瘍医などが提供する。 

※上記定義は「診断時の緩和ケアを実践するポイントを整理したリーフレット92」による。 

 

取取組組のの方方向向性性  

①①  診診断断時時かかららのの経経時時的的なな苦苦痛痛・・つつららささのの把把握握とと適適切切なな対対応応のの推推進進  

○ 主治医や看護師等が患者及び家族とのコミュニケーション等により、苦痛・つら

さを把握し対応することができるよう、拠点病院等（成人・小児）は研修会等によ

り基本的な緩和ケアの技術向上を図ります。 

 

○ 医療従事者による患者の苦痛・つらさへの適切な対応について、国が作成したが

んの緩和ケアに関する資材も活用しながら、東京都がん診療連携協議会と連携し、

促進します。 

 
90 「東京都がん医療施設等調査（令和５年３月）」による。 
91 同上。がん性疼痛緩和指導管理料は、がん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与している患者に対し

て、WHO 方式のがん性疼痛の治療法に基づき、緩和ケアに係る研修を受けた医師が計画的な治療管理及び

療養上必要な指導を行い、麻薬を処方した場合に、月１回に限り算定できるものである。本調査は、拠点病院

等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和を行う病院の実態等を把握するため、同

管理料を算定する病院を調査対象とした。 
92 「診断時の緩和ケア」https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000948187.pdf 

○ 患者の苦痛・つらさに応じて、医療従事者が必要に応じて専門的緩和ケアにつな

げることができるよう、拠点病院等（成人・小児）は、緩和ケアチームへ依頼する

手順の明確化や院内連携の強化を図ります。 

 

○ 緩和ケア外来について、地域の医療機関からの患者の受入を促進するため、拠点

病院等（成人）は、緩和ケア外来の周知を強化するとともに、地域の医療機関から

の受入れ時には主治医等との情報共有を図りながら対応します。 

 

○ がん相談支援センターを有する病院は、患者及び家族の苦痛・つらさへの相談支

援を継続します。 

 

○ 痛みの軽減に当たり、医療用麻薬だけでなく、緩和的放射線治療や神経ブロック

等の活用を考慮することができるよう、東京都がん診療連携協議会と連携して、対

応可能な施設の情報を集約し、周知していきます。 

  

②②  診診断断時時のの支支援援のの充充実実 

○ 診断時に必要な支援が患者及び家族に提供され、不安のある患者及び家族が相

談窓口につながるほか、何か困ったときに主治医以外にも相談できると理解して

もらえるよう、診断に関わる医療従事者に対し診断時の緩和ケアの理解促進を図

り、患者及び家族への適切な配慮や情報提供を推進します。 

 

③③  早早期期かかららのの意意思思決決定定支支援援のの推推進進  

○ 患者及び家族が、どのような治療を受けるか、どこで緩和ケアを受けるかについ

て考え、医療従事者と相談した上で、納得感をもって選択することができるよう、

早期からの医療従事者と患者及び家族とのコミュニケーション、在宅療養に関す

る情報提供及び院内関係者間の情報共有について、東京都がん診療連携協議会と

連携し、推進します。 

 

○ 地域で安心して緩和ケアを受けることができるよう、患者が拠点病院等（成人）

と併せて地域の医療機関も受診し、地域の医療従事者との信頼関係を構築すると

いう選択肢について、東京都がん診療連携協議会と連携し、患者に対し啓発します。 

 

○ 都は、在宅療養を支える仕組みや在宅で受けることができる緩和ケアについて

の情報を東京都がんポータルサイトにより効果的に発信します。 

  

④④  圏圏域域をを中中心心ととししたた地地域域連連携携のの推推進進  

○ 患者及び家族が地域で安心して緩和ケアを受けることができるよう、拠点病院

等（成人）は、退院に向けたカンファレンスを地域・在宅医療機関の多職種ととも

に実施するほか、圏域ごとの研修、意見交換会等を実施します。 
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○ 拠点病院等（成人）は、緩和ケアチームが緩和ケアに係る相談を受け、助言を行

っていることについて、地域の医療機関への周知を行います。 

 

○ 都は、東京都がん診療連携協議会における、地域連携の好事例の共有や連携体制

構築のための取組を支援します。 

 

○ 都は、広域的な退院支援の促進に向け、東京都がん診療連携協議会と連携し、都

内の緩和ケア提供体制について情報を集約し、東京都がんポータルサイトの内容

を充実します。 

 

イイ  拠拠点点病病院院等等（（成成人人・・小小児児））以以外外のの病病院院ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 都は、在宅移行支援を行う病院に必要な機能を検証するため緩和ケア地域移行

モデル事業を実施するとともに、地域の病院の医療提供体制に係る一覧の公開を

行ってきました。 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、「初診時からの一貫した緩和ケアについて、十分に

できていない」と回答した割合が約 36％となっています。93 

同調査では、「緩和ケアの専門外来の設置がない」と回答した割合が約 65％、

「緩和ケアチームの設置がない」と回答した割合が約 32％となっています。 

また、同調査では、がん診療連携拠点病院の緩和ケア専門医等による専門的緩和

ケアのアドバイスについて、「どこに頼めばよいかわからず受けられていない」と

回答した割合が約 36％となっています。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が入院、外来を問わず、患者の苦痛・つらさにつ

いて把握し、基本的な緩和ケアの提供を行い、必要に応じて院内外の緩和ケアチー

ム等の専門的緩和ケアへつなげる必要があります。 

 

○ 拠点病院等（成人）から地域へと療養の場が移行していく時期を支えることがで

きる緩和ケア外来の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

○ 緩和ケア病棟を有する病院から地域の病院に転院する場合、転院先の病院によ

り緩和ケアの提供体制・内容が様々であることから、病院の選定に苦慮するとの指

摘があります。 

 

○ 人生の最終段階（終末期）においても都民が安心して穏やかに過ごすためには、

適切な緩和ケアが提供される必要があります。国立がん研究センターが実施した遺

 
93 「東京都がん医療施設等調査（令和５年３月）」による。 
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族調査の都道府県別集計結果によると、死亡前１か月間の療養生活について、「痛

みが少なく過ごせた」と回答した割合は約 48％、「からだの苦痛が少なく過ごせ

た」と回答した割合は約 41％、「おだやかな気持ちで過ごせた」と回答した割合は

約 46％となっています。（再掲） 

 

○ がんの診断時は、患者及び家族にとって、診断による衝撃への対応や今後の治

療・生活への備えが必要となる重要な時期です。医療従事者は、治療と生活の両面

を支えるために、身体的問題を和らげることに加え、精神心理的な問題、社会・経

済的な問題についても確認し、積極的に情報を提供することを通して、患者及び家

族が課題を整理し今後に備えることができるよう支援することが求められていま

す。（再掲） 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、がんの確定診断を行っていると回答した割合が約

76％となっています。そのうち、診断時の緩和ケアの取組として行っているもの

として、がん患者の身体的苦痛や精神的苦痛、社会的な問題等の把握の実施と回答

した割合が約 38％、認定看護師等の同席によるケアと回答した割合が約 41％と

なっています。 

 

○ 医療従事者は、診断時に患者及び家族へ必要な情報提供を行い、支援につなげる

必要があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  診診断断時時かかららのの経経時時的的なな苦苦痛痛・・つつららささのの把把握握とと適適切切なな対対応応のの推推進進  

○ がん診療に携わる全医療従事者が患者の苦痛・つらさを把握でき、基本的な緩和

ケアを提供し、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、都は、

緩和ケアに関する研修会等の受講を促進します。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が緩和ケアの必要性を理解することができるよ

う、都は、東京都がん診療連携協議会と連携し、緩和ケアについての啓発を実施し

ます。 

 

○ 痛みの軽減に当たり、医療用麻薬だけでなく、緩和的放射線治療や神経ブロック

等の活用の考慮など、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、

都は、地域の病院に対し、拠点病院等（成人）の緩和ケアチームに相談できること

を啓発します。 

 

○ 都は、療養の移行期を支援できる緩和ケア外来に関する情報発信を強化します。 

 

○ 緩和ケア病棟から円滑に転院が行われ、切れ目のない緩和ケアが提供されるよ

○ 拠点病院等（成人）は、緩和ケアチームが緩和ケアに係る相談を受け、助言を行

っていることについて、地域の医療機関への周知を行います。 

 

○ 都は、東京都がん診療連携協議会における、地域連携の好事例の共有や連携体制

構築のための取組を支援します。 

 

○ 都は、広域的な退院支援の促進に向け、東京都がん診療連携協議会と連携し、都

内の緩和ケア提供体制について情報を集約し、東京都がんポータルサイトの内容

を充実します。 

 

イイ  拠拠点点病病院院等等（（成成人人・・小小児児））以以外外のの病病院院ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 都は、在宅移行支援を行う病院に必要な機能を検証するため緩和ケア地域移行

モデル事業を実施するとともに、地域の病院の医療提供体制に係る一覧の公開を

行ってきました。 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、「初診時からの一貫した緩和ケアについて、十分に

できていない」と回答した割合が約 36％となっています。93 

同調査では、「緩和ケアの専門外来の設置がない」と回答した割合が約 65％、

「緩和ケアチームの設置がない」と回答した割合が約 32％となっています。 

また、同調査では、がん診療連携拠点病院の緩和ケア専門医等による専門的緩和

ケアのアドバイスについて、「どこに頼めばよいかわからず受けられていない」と

回答した割合が約 36％となっています。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が入院、外来を問わず、患者の苦痛・つらさにつ

いて把握し、基本的な緩和ケアの提供を行い、必要に応じて院内外の緩和ケアチー

ム等の専門的緩和ケアへつなげる必要があります。 

 

○ 拠点病院等（成人）から地域へと療養の場が移行していく時期を支えることがで

きる緩和ケア外来の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

○ 緩和ケア病棟を有する病院から地域の病院に転院する場合、転院先の病院によ

り緩和ケアの提供体制・内容が様々であることから、病院の選定に苦慮するとの指

摘があります。 

 

○ 人生の最終段階（終末期）においても都民が安心して穏やかに過ごすためには、

適切な緩和ケアが提供される必要があります。国立がん研究センターが実施した遺

 
93 「東京都がん医療施設等調査（令和５年３月）」による。 

 

族調査の都道府県別集計結果によると、死亡前１か月間の療養生活について、「痛

みが少なく過ごせた」と回答した割合は約 48％、「からだの苦痛が少なく過ごせ

た」と回答した割合は約 41％、「おだやかな気持ちで過ごせた」と回答した割合は

約 46％となっています。（再掲） 

 

○ がんの診断時は、患者及び家族にとって、診断による衝撃への対応や今後の治

療・生活への備えが必要となる重要な時期です。医療従事者は、治療と生活の両面

を支えるために、身体的問題を和らげることに加え、精神心理的な問題、社会・経

済的な問題についても確認し、積極的に情報を提供することを通して、患者及び家

族が課題を整理し今後に備えることができるよう支援することが求められていま

す。（再掲） 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、がんの確定診断を行っていると回答した割合が約

76％となっています。そのうち、診断時の緩和ケアの取組として行っているもの

として、がん患者の身体的苦痛や精神的苦痛、社会的な問題等の把握の実施と回答

した割合が約 38％、認定看護師等の同席によるケアと回答した割合が約 41％と

なっています。 

 

○ 医療従事者は、診断時に患者及び家族へ必要な情報提供を行い、支援につなげる

必要があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  診診断断時時かかららのの経経時時的的なな苦苦痛痛・・つつららささのの把把握握とと適適切切なな対対応応のの推推進進  

○ がん診療に携わる全医療従事者が患者の苦痛・つらさを把握でき、基本的な緩和

ケアを提供し、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、都は、

緩和ケアに関する研修会等の受講を促進します。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が緩和ケアの必要性を理解することができるよ

う、都は、東京都がん診療連携協議会と連携し、緩和ケアについての啓発を実施し

ます。 

 

○ 痛みの軽減に当たり、医療用麻薬だけでなく、緩和的放射線治療や神経ブロック

等の活用の考慮など、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、

都は、地域の病院に対し、拠点病院等（成人）の緩和ケアチームに相談できること

を啓発します。 

 

○ 都は、療養の移行期を支援できる緩和ケア外来に関する情報発信を強化します。 

 

○ 緩和ケア病棟から円滑に転院が行われ、切れ目のない緩和ケアが提供されるよ

○ 拠点病院等（成人）は、緩和ケアチームが緩和ケアに係る相談を受け、助言を行

っていることについて、地域の医療機関への周知を行います。 

 

○ 都は、東京都がん診療連携協議会における、地域連携の好事例の共有や連携体制

構築のための取組を支援します。 

 

○ 都は、広域的な退院支援の促進に向け、東京都がん診療連携協議会と連携し、都

内の緩和ケア提供体制について情報を集約し、東京都がんポータルサイトの内容

を充実します。 

 

イイ  拠拠点点病病院院等等（（成成人人・・小小児児））以以外外のの病病院院ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 都は、在宅移行支援を行う病院に必要な機能を検証するため緩和ケア地域移行

モデル事業を実施するとともに、地域の病院の医療提供体制に係る一覧の公開を

行ってきました。 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、「初診時からの一貫した緩和ケアについて、十分に

できていない」と回答した割合が約 36％となっています。93 

同調査では、「緩和ケアの専門外来の設置がない」と回答した割合が約 65％、

「緩和ケアチームの設置がない」と回答した割合が約 32％となっています。 

また、同調査では、がん診療連携拠点病院の緩和ケア専門医等による専門的緩和

ケアのアドバイスについて、「どこに頼めばよいかわからず受けられていない」と

回答した割合が約 36％となっています。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が入院、外来を問わず、患者の苦痛・つらさにつ

いて把握し、基本的な緩和ケアの提供を行い、必要に応じて院内外の緩和ケアチー

ム等の専門的緩和ケアへつなげる必要があります。 

 

○ 拠点病院等（成人）から地域へと療養の場が移行していく時期を支えることがで

きる緩和ケア外来の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

○ 緩和ケア病棟を有する病院から地域の病院に転院する場合、転院先の病院によ

り緩和ケアの提供体制・内容が様々であることから、病院の選定に苦慮するとの指

摘があります。 

 

○ 人生の最終段階（終末期）においても都民が安心して穏やかに過ごすためには、

適切な緩和ケアが提供される必要があります。国立がん研究センターが実施した遺

 
93 「東京都がん医療施設等調査（令和５年３月）」による。 
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族調査の都道府県別集計結果によると、死亡前１か月間の療養生活について、「痛

みが少なく過ごせた」と回答した割合は約 48％、「からだの苦痛が少なく過ごせ

た」と回答した割合は約 41％、「おだやかな気持ちで過ごせた」と回答した割合は

約 46％となっています。（再掲） 

 

○ がんの診断時は、患者及び家族にとって、診断による衝撃への対応や今後の治

療・生活への備えが必要となる重要な時期です。医療従事者は、治療と生活の両面

を支えるために、身体的問題を和らげることに加え、精神心理的な問題、社会・経

済的な問題についても確認し、積極的に情報を提供することを通して、患者及び家

族が課題を整理し今後に備えることができるよう支援することが求められていま

す。（再掲） 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、がんの確定診断を行っていると回答した割合が約

76％となっています。そのうち、診断時の緩和ケアの取組として行っているもの

として、がん患者の身体的苦痛や精神的苦痛、社会的な問題等の把握の実施と回答

した割合が約 38％、認定看護師等の同席によるケアと回答した割合が約 41％と

なっています。 

 

○ 医療従事者は、診断時に患者及び家族へ必要な情報提供を行い、支援につなげる

必要があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  診診断断時時かかららのの経経時時的的なな苦苦痛痛・・つつららささのの把把握握とと適適切切なな対対応応のの推推進進  

○ がん診療に携わる全医療従事者が患者の苦痛・つらさを把握でき、基本的な緩和

ケアを提供し、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、都は、

緩和ケアに関する研修会等の受講を促進します。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が緩和ケアの必要性を理解することができるよ

う、都は、東京都がん診療連携協議会と連携し、緩和ケアについての啓発を実施し

ます。 

 

○ 痛みの軽減に当たり、医療用麻薬だけでなく、緩和的放射線治療や神経ブロック

等の活用の考慮など、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、

都は、地域の病院に対し、拠点病院等（成人）の緩和ケアチームに相談できること

を啓発します。 

 

○ 都は、療養の移行期を支援できる緩和ケア外来に関する情報発信を強化します。 

 

○ 緩和ケア病棟から円滑に転院が行われ、切れ目のない緩和ケアが提供されるよ

○ 拠点病院等（成人）は、緩和ケアチームが緩和ケアに係る相談を受け、助言を行

っていることについて、地域の医療機関への周知を行います。 

 

○ 都は、東京都がん診療連携協議会における、地域連携の好事例の共有や連携体制

構築のための取組を支援します。 

 

○ 都は、広域的な退院支援の促進に向け、東京都がん診療連携協議会と連携し、都

内の緩和ケア提供体制について情報を集約し、東京都がんポータルサイトの内容

を充実します。 

 

イイ  拠拠点点病病院院等等（（成成人人・・小小児児））以以外外のの病病院院ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 都は、在宅移行支援を行う病院に必要な機能を検証するため緩和ケア地域移行

モデル事業を実施するとともに、地域の病院の医療提供体制に係る一覧の公開を

行ってきました。 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、「初診時からの一貫した緩和ケアについて、十分に

できていない」と回答した割合が約 36％となっています。93 

同調査では、「緩和ケアの専門外来の設置がない」と回答した割合が約 65％、

「緩和ケアチームの設置がない」と回答した割合が約 32％となっています。 

また、同調査では、がん診療連携拠点病院の緩和ケア専門医等による専門的緩和

ケアのアドバイスについて、「どこに頼めばよいかわからず受けられていない」と

回答した割合が約 36％となっています。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が入院、外来を問わず、患者の苦痛・つらさにつ

いて把握し、基本的な緩和ケアの提供を行い、必要に応じて院内外の緩和ケアチー

ム等の専門的緩和ケアへつなげる必要があります。 

 

○ 拠点病院等（成人）から地域へと療養の場が移行していく時期を支えることがで

きる緩和ケア外来の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

○ 緩和ケア病棟を有する病院から地域の病院に転院する場合、転院先の病院によ

り緩和ケアの提供体制・内容が様々であることから、病院の選定に苦慮するとの指

摘があります。 

 

○ 人生の最終段階（終末期）においても都民が安心して穏やかに過ごすためには、

適切な緩和ケアが提供される必要があります。国立がん研究センターが実施した遺

 
93 「東京都がん医療施設等調査（令和５年３月）」による。 

 

族調査の都道府県別集計結果によると、死亡前１か月間の療養生活について、「痛

みが少なく過ごせた」と回答した割合は約 48％、「からだの苦痛が少なく過ごせ

た」と回答した割合は約 41％、「おだやかな気持ちで過ごせた」と回答した割合は

約 46％となっています。（再掲） 

 

○ がんの診断時は、患者及び家族にとって、診断による衝撃への対応や今後の治

療・生活への備えが必要となる重要な時期です。医療従事者は、治療と生活の両面

を支えるために、身体的問題を和らげることに加え、精神心理的な問題、社会・経

済的な問題についても確認し、積極的に情報を提供することを通して、患者及び家

族が課題を整理し今後に備えることができるよう支援することが求められていま

す。（再掲） 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、がんの確定診断を行っていると回答した割合が約

76％となっています。そのうち、診断時の緩和ケアの取組として行っているもの

として、がん患者の身体的苦痛や精神的苦痛、社会的な問題等の把握の実施と回答

した割合が約 38％、認定看護師等の同席によるケアと回答した割合が約 41％と

なっています。 

 

○ 医療従事者は、診断時に患者及び家族へ必要な情報提供を行い、支援につなげる

必要があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  診診断断時時かかららのの経経時時的的なな苦苦痛痛・・つつららささのの把把握握とと適適切切なな対対応応のの推推進進  

○ がん診療に携わる全医療従事者が患者の苦痛・つらさを把握でき、基本的な緩和

ケアを提供し、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、都は、

緩和ケアに関する研修会等の受講を促進します。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が緩和ケアの必要性を理解することができるよ

う、都は、東京都がん診療連携協議会と連携し、緩和ケアについての啓発を実施し

ます。 

 

○ 痛みの軽減に当たり、医療用麻薬だけでなく、緩和的放射線治療や神経ブロック

等の活用の考慮など、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、

都は、地域の病院に対し、拠点病院等（成人）の緩和ケアチームに相談できること

を啓発します。 

 

○ 都は、療養の移行期を支援できる緩和ケア外来に関する情報発信を強化します。 

 

○ 緩和ケア病棟から円滑に転院が行われ、切れ目のない緩和ケアが提供されるよ

 

○ 拠点病院等（成人）は、緩和ケアチームが緩和ケアに係る相談を受け、助言を行

っていることについて、地域の医療機関への周知を行います。 

 

○ 都は、東京都がん診療連携協議会における、地域連携の好事例の共有や連携体制

構築のための取組を支援します。 

 

○ 都は、広域的な退院支援の促進に向け、東京都がん診療連携協議会と連携し、都

内の緩和ケア提供体制について情報を集約し、東京都がんポータルサイトの内容

を充実します。 

 

イイ  拠拠点点病病院院等等（（成成人人・・小小児児））以以外外のの病病院院ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 都は、在宅移行支援を行う病院に必要な機能を検証するため緩和ケア地域移行

モデル事業を実施するとともに、地域の病院の医療提供体制に係る一覧の公開を

行ってきました。 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、「初診時からの一貫した緩和ケアについて、十分に

できていない」と回答した割合が約 36％となっています。93 

同調査では、「緩和ケアの専門外来の設置がない」と回答した割合が約 65％、

「緩和ケアチームの設置がない」と回答した割合が約 32％となっています。 

また、同調査では、がん診療連携拠点病院の緩和ケア専門医等による専門的緩和

ケアのアドバイスについて、「どこに頼めばよいかわからず受けられていない」と

回答した割合が約 36％となっています。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が入院、外来を問わず、患者の苦痛・つらさにつ

いて把握し、基本的な緩和ケアの提供を行い、必要に応じて院内外の緩和ケアチー

ム等の専門的緩和ケアへつなげる必要があります。 

 

○ 拠点病院等（成人）から地域へと療養の場が移行していく時期を支えることがで

きる緩和ケア外来の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

○ 緩和ケア病棟を有する病院から地域の病院に転院する場合、転院先の病院によ

り緩和ケアの提供体制・内容が様々であることから、病院の選定に苦慮するとの指

摘があります。 

 

○ 人生の最終段階（終末期）においても都民が安心して穏やかに過ごすためには、

適切な緩和ケアが提供される必要があります。国立がん研究センターが実施した遺

 
93 「東京都がん医療施設等調査（令和５年３月）」による。 
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族調査の都道府県別集計結果によると、死亡前１か月間の療養生活について、「痛

みが少なく過ごせた」と回答した割合は約 48％、「からだの苦痛が少なく過ごせ

た」と回答した割合は約 41％、「おだやかな気持ちで過ごせた」と回答した割合は

約 46％となっています。（再掲） 

 

○ がんの診断時は、患者及び家族にとって、診断による衝撃への対応や今後の治

療・生活への備えが必要となる重要な時期です。医療従事者は、治療と生活の両面

を支えるために、身体的問題を和らげることに加え、精神心理的な問題、社会・経

済的な問題についても確認し、積極的に情報を提供することを通して、患者及び家

族が課題を整理し今後に備えることができるよう支援することが求められていま

す。（再掲） 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、がんの確定診断を行っていると回答した割合が約

76％となっています。そのうち、診断時の緩和ケアの取組として行っているもの

として、がん患者の身体的苦痛や精神的苦痛、社会的な問題等の把握の実施と回答

した割合が約 38％、認定看護師等の同席によるケアと回答した割合が約 41％と

なっています。 

 

○ 医療従事者は、診断時に患者及び家族へ必要な情報提供を行い、支援につなげる

必要があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  診診断断時時かかららのの経経時時的的なな苦苦痛痛・・つつららささのの把把握握とと適適切切なな対対応応のの推推進進  

○ がん診療に携わる全医療従事者が患者の苦痛・つらさを把握でき、基本的な緩和

ケアを提供し、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、都は、

緩和ケアに関する研修会等の受講を促進します。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が緩和ケアの必要性を理解することができるよ

う、都は、東京都がん診療連携協議会と連携し、緩和ケアについての啓発を実施し

ます。 

 

○ 痛みの軽減に当たり、医療用麻薬だけでなく、緩和的放射線治療や神経ブロック

等の活用の考慮など、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、

都は、地域の病院に対し、拠点病院等（成人）の緩和ケアチームに相談できること

を啓発します。 

 

○ 都は、療養の移行期を支援できる緩和ケア外来に関する情報発信を強化します。 

 

○ 緩和ケア病棟から円滑に転院が行われ、切れ目のない緩和ケアが提供されるよ
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○ 拠点病院等（成人）は、緩和ケアチームが緩和ケアに係る相談を受け、助言を行

っていることについて、地域の医療機関への周知を行います。 

 

○ 都は、東京都がん診療連携協議会における、地域連携の好事例の共有や連携体制

構築のための取組を支援します。 

 

○ 都は、広域的な退院支援の促進に向け、東京都がん診療連携協議会と連携し、都

内の緩和ケア提供体制について情報を集約し、東京都がんポータルサイトの内容

を充実します。 

 

イイ  拠拠点点病病院院等等（（成成人人・・小小児児））以以外外のの病病院院ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 都は、在宅移行支援を行う病院に必要な機能を検証するため緩和ケア地域移行

モデル事業を実施するとともに、地域の病院の医療提供体制に係る一覧の公開を

行ってきました。 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、「初診時からの一貫した緩和ケアについて、十分に

できていない」と回答した割合が約 36％となっています。93 

同調査では、「緩和ケアの専門外来の設置がない」と回答した割合が約 65％、

「緩和ケアチームの設置がない」と回答した割合が約 32％となっています。 

また、同調査では、がん診療連携拠点病院の緩和ケア専門医等による専門的緩和

ケアのアドバイスについて、「どこに頼めばよいかわからず受けられていない」と

回答した割合が約 36％となっています。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が入院、外来を問わず、患者の苦痛・つらさにつ

いて把握し、基本的な緩和ケアの提供を行い、必要に応じて院内外の緩和ケアチー

ム等の専門的緩和ケアへつなげる必要があります。 

 

○ 拠点病院等（成人）から地域へと療養の場が移行していく時期を支えることがで

きる緩和ケア外来の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

○ 緩和ケア病棟を有する病院から地域の病院に転院する場合、転院先の病院によ

り緩和ケアの提供体制・内容が様々であることから、病院の選定に苦慮するとの指

摘があります。 

 

○ 人生の最終段階（終末期）においても都民が安心して穏やかに過ごすためには、

適切な緩和ケアが提供される必要があります。国立がん研究センターが実施した遺

 
93 「東京都がん医療施設等調査（令和５年３月）」による。 

 

族調査の都道府県別集計結果によると、死亡前１か月間の療養生活について、「痛

みが少なく過ごせた」と回答した割合は約 48％、「からだの苦痛が少なく過ごせ

た」と回答した割合は約 41％、「おだやかな気持ちで過ごせた」と回答した割合は

約 46％となっています。（再掲） 

 

○ がんの診断時は、患者及び家族にとって、診断による衝撃への対応や今後の治

療・生活への備えが必要となる重要な時期です。医療従事者は、治療と生活の両面

を支えるために、身体的問題を和らげることに加え、精神心理的な問題、社会・経

済的な問題についても確認し、積極的に情報を提供することを通して、患者及び家

族が課題を整理し今後に備えることができるよう支援することが求められていま

す。（再掲） 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、がんの確定診断を行っていると回答した割合が約

76％となっています。そのうち、診断時の緩和ケアの取組として行っているもの

として、がん患者の身体的苦痛や精神的苦痛、社会的な問題等の把握の実施と回答

した割合が約 38％、認定看護師等の同席によるケアと回答した割合が約 41％と

なっています。 

 

○ 医療従事者は、診断時に患者及び家族へ必要な情報提供を行い、支援につなげる

必要があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  診診断断時時かかららのの経経時時的的なな苦苦痛痛・・つつららささのの把把握握とと適適切切なな対対応応のの推推進進  

○ がん診療に携わる全医療従事者が患者の苦痛・つらさを把握でき、基本的な緩和

ケアを提供し、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、都は、

緩和ケアに関する研修会等の受講を促進します。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が緩和ケアの必要性を理解することができるよ

う、都は、東京都がん診療連携協議会と連携し、緩和ケアについての啓発を実施し

ます。 

 

○ 痛みの軽減に当たり、医療用麻薬だけでなく、緩和的放射線治療や神経ブロック

等の活用の考慮など、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、

都は、地域の病院に対し、拠点病院等（成人）の緩和ケアチームに相談できること

を啓発します。 

 

○ 都は、療養の移行期を支援できる緩和ケア外来に関する情報発信を強化します。 

 

○ 緩和ケア病棟から円滑に転院が行われ、切れ目のない緩和ケアが提供されるよ

 

○ 拠点病院等（成人）は、緩和ケアチームが緩和ケアに係る相談を受け、助言を行

っていることについて、地域の医療機関への周知を行います。 

 

○ 都は、東京都がん診療連携協議会における、地域連携の好事例の共有や連携体制

構築のための取組を支援します。 

 

○ 都は、広域的な退院支援の促進に向け、東京都がん診療連携協議会と連携し、都

内の緩和ケア提供体制について情報を集約し、東京都がんポータルサイトの内容

を充実します。 

 

イイ  拠拠点点病病院院等等（（成成人人・・小小児児））以以外外のの病病院院ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 都は、在宅移行支援を行う病院に必要な機能を検証するため緩和ケア地域移行

モデル事業を実施するとともに、地域の病院の医療提供体制に係る一覧の公開を

行ってきました。 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、「初診時からの一貫した緩和ケアについて、十分に

できていない」と回答した割合が約 36％となっています。93 

同調査では、「緩和ケアの専門外来の設置がない」と回答した割合が約 65％、

「緩和ケアチームの設置がない」と回答した割合が約 32％となっています。 

また、同調査では、がん診療連携拠点病院の緩和ケア専門医等による専門的緩和

ケアのアドバイスについて、「どこに頼めばよいかわからず受けられていない」と

回答した割合が約 36％となっています。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が入院、外来を問わず、患者の苦痛・つらさにつ

いて把握し、基本的な緩和ケアの提供を行い、必要に応じて院内外の緩和ケアチー

ム等の専門的緩和ケアへつなげる必要があります。 

 

○ 拠点病院等（成人）から地域へと療養の場が移行していく時期を支えることがで

きる緩和ケア外来の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

○ 緩和ケア病棟を有する病院から地域の病院に転院する場合、転院先の病院によ

り緩和ケアの提供体制・内容が様々であることから、病院の選定に苦慮するとの指

摘があります。 

 

○ 人生の最終段階（終末期）においても都民が安心して穏やかに過ごすためには、

適切な緩和ケアが提供される必要があります。国立がん研究センターが実施した遺

 
93 「東京都がん医療施設等調査（令和５年３月）」による。 

85 

族調査の都道府県別集計結果によると、死亡前１か月間の療養生活について、「痛

みが少なく過ごせた」と回答した割合は約 48％、「からだの苦痛が少なく過ごせ

た」と回答した割合は約 41％、「おだやかな気持ちで過ごせた」と回答した割合は

約 46％となっています。（再掲） 

 

○ がんの診断時は、患者及び家族にとって、診断による衝撃への対応や今後の治

療・生活への備えが必要となる重要な時期です。医療従事者は、治療と生活の両面

を支えるために、身体的問題を和らげることに加え、精神心理的な問題、社会・経

済的な問題についても確認し、積極的に情報を提供することを通して、患者及び家

族が課題を整理し今後に備えることができるよう支援することが求められていま

す。（再掲） 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、がんの確定診断を行っていると回答した割合が約

76％となっています。そのうち、診断時の緩和ケアの取組として行っているもの

として、がん患者の身体的苦痛や精神的苦痛、社会的な問題等の把握の実施と回答

した割合が約 38％、認定看護師等の同席によるケアと回答した割合が約 41％と

なっています。 

 

○ 医療従事者は、診断時に患者及び家族へ必要な情報提供を行い、支援につなげる

必要があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  診診断断時時かかららのの経経時時的的なな苦苦痛痛・・つつららささのの把把握握とと適適切切なな対対応応のの推推進進  

○ がん診療に携わる全医療従事者が患者の苦痛・つらさを把握でき、基本的な緩和

ケアを提供し、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、都は、

緩和ケアに関する研修会等の受講を促進します。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が緩和ケアの必要性を理解することができるよ

う、都は、東京都がん診療連携協議会と連携し、緩和ケアについての啓発を実施し

ます。 

 

○ 痛みの軽減に当たり、医療用麻薬だけでなく、緩和的放射線治療や神経ブロック

等の活用の考慮など、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、

都は、地域の病院に対し、拠点病院等（成人）の緩和ケアチームに相談できること

を啓発します。 

 

○ 都は、療養の移行期を支援できる緩和ケア外来に関する情報発信を強化します。 

 

○ 緩和ケア病棟から円滑に転院が行われ、切れ目のない緩和ケアが提供されるよ
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○ 拠点病院等（成人）は、緩和ケアチームが緩和ケアに係る相談を受け、助言を行

っていることについて、地域の医療機関への周知を行います。 

 

○ 都は、東京都がん診療連携協議会における、地域連携の好事例の共有や連携体制

構築のための取組を支援します。 

 

○ 都は、広域的な退院支援の促進に向け、東京都がん診療連携協議会と連携し、都

内の緩和ケア提供体制について情報を集約し、東京都がんポータルサイトの内容

を充実します。 

 

イイ  拠拠点点病病院院等等（（成成人人・・小小児児））以以外外のの病病院院ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 都は、在宅移行支援を行う病院に必要な機能を検証するため緩和ケア地域移行

モデル事業を実施するとともに、地域の病院の医療提供体制に係る一覧の公開を

行ってきました。 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、「初診時からの一貫した緩和ケアについて、十分に

できていない」と回答した割合が約 36％となっています。93 

同調査では、「緩和ケアの専門外来の設置がない」と回答した割合が約 65％、

「緩和ケアチームの設置がない」と回答した割合が約 32％となっています。 

また、同調査では、がん診療連携拠点病院の緩和ケア専門医等による専門的緩和

ケアのアドバイスについて、「どこに頼めばよいかわからず受けられていない」と

回答した割合が約 36％となっています。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が入院、外来を問わず、患者の苦痛・つらさにつ

いて把握し、基本的な緩和ケアの提供を行い、必要に応じて院内外の緩和ケアチー

ム等の専門的緩和ケアへつなげる必要があります。 

 

○ 拠点病院等（成人）から地域へと療養の場が移行していく時期を支えることがで

きる緩和ケア外来の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

○ 緩和ケア病棟を有する病院から地域の病院に転院する場合、転院先の病院によ

り緩和ケアの提供体制・内容が様々であることから、病院の選定に苦慮するとの指

摘があります。 

 

○ 人生の最終段階（終末期）においても都民が安心して穏やかに過ごすためには、

適切な緩和ケアが提供される必要があります。国立がん研究センターが実施した遺

 
93 「東京都がん医療施設等調査（令和５年３月）」による。 

 

族調査の都道府県別集計結果によると、死亡前１か月間の療養生活について、「痛

みが少なく過ごせた」と回答した割合は約 48％、「からだの苦痛が少なく過ごせ

た」と回答した割合は約 41％、「おだやかな気持ちで過ごせた」と回答した割合は

約 46％となっています。（再掲） 

 

○ がんの診断時は、患者及び家族にとって、診断による衝撃への対応や今後の治

療・生活への備えが必要となる重要な時期です。医療従事者は、治療と生活の両面

を支えるために、身体的問題を和らげることに加え、精神心理的な問題、社会・経

済的な問題についても確認し、積極的に情報を提供することを通して、患者及び家

族が課題を整理し今後に備えることができるよう支援することが求められていま

す。（再掲） 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、がんの確定診断を行っていると回答した割合が約

76％となっています。そのうち、診断時の緩和ケアの取組として行っているもの

として、がん患者の身体的苦痛や精神的苦痛、社会的な問題等の把握の実施と回答

した割合が約 38％、認定看護師等の同席によるケアと回答した割合が約 41％と

なっています。 

 

○ 医療従事者は、診断時に患者及び家族へ必要な情報提供を行い、支援につなげる

必要があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  診診断断時時かかららのの経経時時的的なな苦苦痛痛・・つつららささのの把把握握とと適適切切なな対対応応のの推推進進  

○ がん診療に携わる全医療従事者が患者の苦痛・つらさを把握でき、基本的な緩和

ケアを提供し、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、都は、

緩和ケアに関する研修会等の受講を促進します。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が緩和ケアの必要性を理解することができるよ

う、都は、東京都がん診療連携協議会と連携し、緩和ケアについての啓発を実施し

ます。 

 

○ 痛みの軽減に当たり、医療用麻薬だけでなく、緩和的放射線治療や神経ブロック

等の活用の考慮など、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、

都は、地域の病院に対し、拠点病院等（成人）の緩和ケアチームに相談できること

を啓発します。 

 

○ 都は、療養の移行期を支援できる緩和ケア外来に関する情報発信を強化します。 

 

○ 緩和ケア病棟から円滑に転院が行われ、切れ目のない緩和ケアが提供されるよ
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○ 拠点病院等（成人）は、緩和ケアチームが緩和ケアに係る相談を受け、助言を行

っていることについて、地域の医療機関への周知を行います。 

 

○ 都は、東京都がん診療連携協議会における、地域連携の好事例の共有や連携体制

構築のための取組を支援します。 

 

○ 都は、広域的な退院支援の促進に向け、東京都がん診療連携協議会と連携し、都

内の緩和ケア提供体制について情報を集約し、東京都がんポータルサイトの内容

を充実します。 

 

イイ  拠拠点点病病院院等等（（成成人人・・小小児児））以以外外のの病病院院ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 都は、在宅移行支援を行う病院に必要な機能を検証するため緩和ケア地域移行

モデル事業を実施するとともに、地域の病院の医療提供体制に係る一覧の公開を

行ってきました。 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、「初診時からの一貫した緩和ケアについて、十分に

できていない」と回答した割合が約 36％となっています。93 

同調査では、「緩和ケアの専門外来の設置がない」と回答した割合が約 65％、

「緩和ケアチームの設置がない」と回答した割合が約 32％となっています。 

また、同調査では、がん診療連携拠点病院の緩和ケア専門医等による専門的緩和

ケアのアドバイスについて、「どこに頼めばよいかわからず受けられていない」と

回答した割合が約 36％となっています。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が入院、外来を問わず、患者の苦痛・つらさにつ

いて把握し、基本的な緩和ケアの提供を行い、必要に応じて院内外の緩和ケアチー

ム等の専門的緩和ケアへつなげる必要があります。 

 

○ 拠点病院等（成人）から地域へと療養の場が移行していく時期を支えることがで

きる緩和ケア外来の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

○ 緩和ケア病棟を有する病院から地域の病院に転院する場合、転院先の病院によ

り緩和ケアの提供体制・内容が様々であることから、病院の選定に苦慮するとの指

摘があります。 

 

○ 人生の最終段階（終末期）においても都民が安心して穏やかに過ごすためには、

適切な緩和ケアが提供される必要があります。国立がん研究センターが実施した遺

 
93 「東京都がん医療施設等調査（令和５年３月）」による。 
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族調査の都道府県別集計結果によると、死亡前１か月間の療養生活について、「痛

みが少なく過ごせた」と回答した割合は約 48％、「からだの苦痛が少なく過ごせ

た」と回答した割合は約 41％、「おだやかな気持ちで過ごせた」と回答した割合は

約 46％となっています。（再掲） 

 

○ がんの診断時は、患者及び家族にとって、診断による衝撃への対応や今後の治

療・生活への備えが必要となる重要な時期です。医療従事者は、治療と生活の両面

を支えるために、身体的問題を和らげることに加え、精神心理的な問題、社会・経

済的な問題についても確認し、積極的に情報を提供することを通して、患者及び家

族が課題を整理し今後に備えることができるよう支援することが求められていま

す。（再掲） 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、がんの確定診断を行っていると回答した割合が約

76％となっています。そのうち、診断時の緩和ケアの取組として行っているもの

として、がん患者の身体的苦痛や精神的苦痛、社会的な問題等の把握の実施と回答

した割合が約 38％、認定看護師等の同席によるケアと回答した割合が約 41％と

なっています。 

 

○ 医療従事者は、診断時に患者及び家族へ必要な情報提供を行い、支援につなげる

必要があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  診診断断時時かかららのの経経時時的的なな苦苦痛痛・・つつららささのの把把握握とと適適切切なな対対応応のの推推進進  

○ がん診療に携わる全医療従事者が患者の苦痛・つらさを把握でき、基本的な緩和

ケアを提供し、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、都は、

緩和ケアに関する研修会等の受講を促進します。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が緩和ケアの必要性を理解することができるよ

う、都は、東京都がん診療連携協議会と連携し、緩和ケアについての啓発を実施し

ます。 

 

○ 痛みの軽減に当たり、医療用麻薬だけでなく、緩和的放射線治療や神経ブロック

等の活用の考慮など、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、

都は、地域の病院に対し、拠点病院等（成人）の緩和ケアチームに相談できること

を啓発します。 

 

○ 都は、療養の移行期を支援できる緩和ケア外来に関する情報発信を強化します。 

 

○ 緩和ケア病棟から円滑に転院が行われ、切れ目のない緩和ケアが提供されるよ

○ 拠点病院等（成人）は、緩和ケアチームが緩和ケアに係る相談を受け、助言を行

っていることについて、地域の医療機関への周知を行います。 

 

○ 都は、東京都がん診療連携協議会における、地域連携の好事例の共有や連携体制

構築のための取組を支援します。 

 

○ 都は、広域的な退院支援の促進に向け、東京都がん診療連携協議会と連携し、都

内の緩和ケア提供体制について情報を集約し、東京都がんポータルサイトの内容

を充実します。 

 

イイ  拠拠点点病病院院等等（（成成人人・・小小児児））以以外外のの病病院院ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 都は、在宅移行支援を行う病院に必要な機能を検証するため緩和ケア地域移行

モデル事業を実施するとともに、地域の病院の医療提供体制に係る一覧の公開を

行ってきました。 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、「初診時からの一貫した緩和ケアについて、十分に

できていない」と回答した割合が約 36％となっています。93 

同調査では、「緩和ケアの専門外来の設置がない」と回答した割合が約 65％、

「緩和ケアチームの設置がない」と回答した割合が約 32％となっています。 

また、同調査では、がん診療連携拠点病院の緩和ケア専門医等による専門的緩和

ケアのアドバイスについて、「どこに頼めばよいかわからず受けられていない」と

回答した割合が約 36％となっています。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が入院、外来を問わず、患者の苦痛・つらさにつ

いて把握し、基本的な緩和ケアの提供を行い、必要に応じて院内外の緩和ケアチー

ム等の専門的緩和ケアへつなげる必要があります。 

 

○ 拠点病院等（成人）から地域へと療養の場が移行していく時期を支えることがで

きる緩和ケア外来の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

○ 緩和ケア病棟を有する病院から地域の病院に転院する場合、転院先の病院によ

り緩和ケアの提供体制・内容が様々であることから、病院の選定に苦慮するとの指

摘があります。 

 

○ 人生の最終段階（終末期）においても都民が安心して穏やかに過ごすためには、

適切な緩和ケアが提供される必要があります。国立がん研究センターが実施した遺

 
93 「東京都がん医療施設等調査（令和５年３月）」による。 

 

族調査の都道府県別集計結果によると、死亡前１か月間の療養生活について、「痛

みが少なく過ごせた」と回答した割合は約 48％、「からだの苦痛が少なく過ごせ

た」と回答した割合は約 41％、「おだやかな気持ちで過ごせた」と回答した割合は

約 46％となっています。（再掲） 

 

○ がんの診断時は、患者及び家族にとって、診断による衝撃への対応や今後の治

療・生活への備えが必要となる重要な時期です。医療従事者は、治療と生活の両面

を支えるために、身体的問題を和らげることに加え、精神心理的な問題、社会・経

済的な問題についても確認し、積極的に情報を提供することを通して、患者及び家

族が課題を整理し今後に備えることができるよう支援することが求められていま

す。（再掲） 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、がんの確定診断を行っていると回答した割合が約

76％となっています。そのうち、診断時の緩和ケアの取組として行っているもの

として、がん患者の身体的苦痛や精神的苦痛、社会的な問題等の把握の実施と回答

した割合が約 38％、認定看護師等の同席によるケアと回答した割合が約 41％と

なっています。 

 

○ 医療従事者は、診断時に患者及び家族へ必要な情報提供を行い、支援につなげる

必要があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  診診断断時時かかららのの経経時時的的なな苦苦痛痛・・つつららささのの把把握握とと適適切切なな対対応応のの推推進進  

○ がん診療に携わる全医療従事者が患者の苦痛・つらさを把握でき、基本的な緩和

ケアを提供し、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、都は、

緩和ケアに関する研修会等の受講を促進します。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が緩和ケアの必要性を理解することができるよ

う、都は、東京都がん診療連携協議会と連携し、緩和ケアについての啓発を実施し

ます。 

 

○ 痛みの軽減に当たり、医療用麻薬だけでなく、緩和的放射線治療や神経ブロック

等の活用の考慮など、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、

都は、地域の病院に対し、拠点病院等（成人）の緩和ケアチームに相談できること

を啓発します。 

 

○ 都は、療養の移行期を支援できる緩和ケア外来に関する情報発信を強化します。 

 

○ 緩和ケア病棟から円滑に転院が行われ、切れ目のない緩和ケアが提供されるよ

○ 拠点病院等（成人）は、緩和ケアチームが緩和ケアに係る相談を受け、助言を行

っていることについて、地域の医療機関への周知を行います。 

 

○ 都は、東京都がん診療連携協議会における、地域連携の好事例の共有や連携体制

構築のための取組を支援します。 

 

○ 都は、広域的な退院支援の促進に向け、東京都がん診療連携協議会と連携し、都

内の緩和ケア提供体制について情報を集約し、東京都がんポータルサイトの内容

を充実します。 

 

イイ  拠拠点点病病院院等等（（成成人人・・小小児児））以以外外のの病病院院ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 都は、在宅移行支援を行う病院に必要な機能を検証するため緩和ケア地域移行

モデル事業を実施するとともに、地域の病院の医療提供体制に係る一覧の公開を

行ってきました。 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、「初診時からの一貫した緩和ケアについて、十分に

できていない」と回答した割合が約 36％となっています。93 

同調査では、「緩和ケアの専門外来の設置がない」と回答した割合が約 65％、

「緩和ケアチームの設置がない」と回答した割合が約 32％となっています。 

また、同調査では、がん診療連携拠点病院の緩和ケア専門医等による専門的緩和

ケアのアドバイスについて、「どこに頼めばよいかわからず受けられていない」と

回答した割合が約 36％となっています。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が入院、外来を問わず、患者の苦痛・つらさにつ

いて把握し、基本的な緩和ケアの提供を行い、必要に応じて院内外の緩和ケアチー

ム等の専門的緩和ケアへつなげる必要があります。 

 

○ 拠点病院等（成人）から地域へと療養の場が移行していく時期を支えることがで

きる緩和ケア外来の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

○ 緩和ケア病棟を有する病院から地域の病院に転院する場合、転院先の病院によ

り緩和ケアの提供体制・内容が様々であることから、病院の選定に苦慮するとの指

摘があります。 

 

○ 人生の最終段階（終末期）においても都民が安心して穏やかに過ごすためには、

適切な緩和ケアが提供される必要があります。国立がん研究センターが実施した遺

 
93 「東京都がん医療施設等調査（令和５年３月）」による。 
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族調査の都道府県別集計結果によると、死亡前１か月間の療養生活について、「痛

みが少なく過ごせた」と回答した割合は約 48％、「からだの苦痛が少なく過ごせ

た」と回答した割合は約 41％、「おだやかな気持ちで過ごせた」と回答した割合は

約 46％となっています。（再掲） 

 

○ がんの診断時は、患者及び家族にとって、診断による衝撃への対応や今後の治

療・生活への備えが必要となる重要な時期です。医療従事者は、治療と生活の両面

を支えるために、身体的問題を和らげることに加え、精神心理的な問題、社会・経

済的な問題についても確認し、積極的に情報を提供することを通して、患者及び家

族が課題を整理し今後に備えることができるよう支援することが求められていま

す。（再掲） 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、がんの確定診断を行っていると回答した割合が約

76％となっています。そのうち、診断時の緩和ケアの取組として行っているもの

として、がん患者の身体的苦痛や精神的苦痛、社会的な問題等の把握の実施と回答

した割合が約 38％、認定看護師等の同席によるケアと回答した割合が約 41％と

なっています。 

 

○ 医療従事者は、診断時に患者及び家族へ必要な情報提供を行い、支援につなげる

必要があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  診診断断時時かかららのの経経時時的的なな苦苦痛痛・・つつららささのの把把握握とと適適切切なな対対応応のの推推進進  

○ がん診療に携わる全医療従事者が患者の苦痛・つらさを把握でき、基本的な緩和

ケアを提供し、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、都は、

緩和ケアに関する研修会等の受講を促進します。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が緩和ケアの必要性を理解することができるよ

う、都は、東京都がん診療連携協議会と連携し、緩和ケアについての啓発を実施し

ます。 

 

○ 痛みの軽減に当たり、医療用麻薬だけでなく、緩和的放射線治療や神経ブロック

等の活用の考慮など、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、

都は、地域の病院に対し、拠点病院等（成人）の緩和ケアチームに相談できること

を啓発します。 

 

○ 都は、療養の移行期を支援できる緩和ケア外来に関する情報発信を強化します。 

 

○ 緩和ケア病棟から円滑に転院が行われ、切れ目のない緩和ケアが提供されるよ

○ 拠点病院等（成人）は、緩和ケアチームが緩和ケアに係る相談を受け、助言を行

っていることについて、地域の医療機関への周知を行います。 

 

○ 都は、東京都がん診療連携協議会における、地域連携の好事例の共有や連携体制

構築のための取組を支援します。 

 

○ 都は、広域的な退院支援の促進に向け、東京都がん診療連携協議会と連携し、都

内の緩和ケア提供体制について情報を集約し、東京都がんポータルサイトの内容

を充実します。 

 

イイ  拠拠点点病病院院等等（（成成人人・・小小児児））以以外外のの病病院院ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 都は、在宅移行支援を行う病院に必要な機能を検証するため緩和ケア地域移行

モデル事業を実施するとともに、地域の病院の医療提供体制に係る一覧の公開を

行ってきました。 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、「初診時からの一貫した緩和ケアについて、十分に

できていない」と回答した割合が約 36％となっています。93 

同調査では、「緩和ケアの専門外来の設置がない」と回答した割合が約 65％、

「緩和ケアチームの設置がない」と回答した割合が約 32％となっています。 

また、同調査では、がん診療連携拠点病院の緩和ケア専門医等による専門的緩和

ケアのアドバイスについて、「どこに頼めばよいかわからず受けられていない」と

回答した割合が約 36％となっています。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が入院、外来を問わず、患者の苦痛・つらさにつ

いて把握し、基本的な緩和ケアの提供を行い、必要に応じて院内外の緩和ケアチー

ム等の専門的緩和ケアへつなげる必要があります。 

 

○ 拠点病院等（成人）から地域へと療養の場が移行していく時期を支えることがで

きる緩和ケア外来の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

○ 緩和ケア病棟を有する病院から地域の病院に転院する場合、転院先の病院によ

り緩和ケアの提供体制・内容が様々であることから、病院の選定に苦慮するとの指

摘があります。 

 

○ 人生の最終段階（終末期）においても都民が安心して穏やかに過ごすためには、

適切な緩和ケアが提供される必要があります。国立がん研究センターが実施した遺

 
93 「東京都がん医療施設等調査（令和５年３月）」による。 

 

族調査の都道府県別集計結果によると、死亡前１か月間の療養生活について、「痛

みが少なく過ごせた」と回答した割合は約 48％、「からだの苦痛が少なく過ごせ

た」と回答した割合は約 41％、「おだやかな気持ちで過ごせた」と回答した割合は

約 46％となっています。（再掲） 

 

○ がんの診断時は、患者及び家族にとって、診断による衝撃への対応や今後の治

療・生活への備えが必要となる重要な時期です。医療従事者は、治療と生活の両面

を支えるために、身体的問題を和らげることに加え、精神心理的な問題、社会・経

済的な問題についても確認し、積極的に情報を提供することを通して、患者及び家

族が課題を整理し今後に備えることができるよう支援することが求められていま

す。（再掲） 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、がんの確定診断を行っていると回答した割合が約

76％となっています。そのうち、診断時の緩和ケアの取組として行っているもの

として、がん患者の身体的苦痛や精神的苦痛、社会的な問題等の把握の実施と回答

した割合が約 38％、認定看護師等の同席によるケアと回答した割合が約 41％と

なっています。 

 

○ 医療従事者は、診断時に患者及び家族へ必要な情報提供を行い、支援につなげる

必要があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  診診断断時時かかららのの経経時時的的なな苦苦痛痛・・つつららささのの把把握握とと適適切切なな対対応応のの推推進進  

○ がん診療に携わる全医療従事者が患者の苦痛・つらさを把握でき、基本的な緩和

ケアを提供し、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、都は、

緩和ケアに関する研修会等の受講を促進します。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が緩和ケアの必要性を理解することができるよ

う、都は、東京都がん診療連携協議会と連携し、緩和ケアについての啓発を実施し

ます。 

 

○ 痛みの軽減に当たり、医療用麻薬だけでなく、緩和的放射線治療や神経ブロック

等の活用の考慮など、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、

都は、地域の病院に対し、拠点病院等（成人）の緩和ケアチームに相談できること

を啓発します。 

 

○ 都は、療養の移行期を支援できる緩和ケア外来に関する情報発信を強化します。 

 

○ 緩和ケア病棟から円滑に転院が行われ、切れ目のない緩和ケアが提供されるよ

 

○ 拠点病院等（成人）は、緩和ケアチームが緩和ケアに係る相談を受け、助言を行

っていることについて、地域の医療機関への周知を行います。 

 

○ 都は、東京都がん診療連携協議会における、地域連携の好事例の共有や連携体制

構築のための取組を支援します。 

 

○ 都は、広域的な退院支援の促進に向け、東京都がん診療連携協議会と連携し、都

内の緩和ケア提供体制について情報を集約し、東京都がんポータルサイトの内容

を充実します。 

 

イイ  拠拠点点病病院院等等（（成成人人・・小小児児））以以外外のの病病院院ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 都は、在宅移行支援を行う病院に必要な機能を検証するため緩和ケア地域移行

モデル事業を実施するとともに、地域の病院の医療提供体制に係る一覧の公開を

行ってきました。 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、「初診時からの一貫した緩和ケアについて、十分に

できていない」と回答した割合が約 36％となっています。93 

同調査では、「緩和ケアの専門外来の設置がない」と回答した割合が約 65％、

「緩和ケアチームの設置がない」と回答した割合が約 32％となっています。 

また、同調査では、がん診療連携拠点病院の緩和ケア専門医等による専門的緩和

ケアのアドバイスについて、「どこに頼めばよいかわからず受けられていない」と

回答した割合が約 36％となっています。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が入院、外来を問わず、患者の苦痛・つらさにつ

いて把握し、基本的な緩和ケアの提供を行い、必要に応じて院内外の緩和ケアチー

ム等の専門的緩和ケアへつなげる必要があります。 

 

○ 拠点病院等（成人）から地域へと療養の場が移行していく時期を支えることがで

きる緩和ケア外来の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

○ 緩和ケア病棟を有する病院から地域の病院に転院する場合、転院先の病院によ

り緩和ケアの提供体制・内容が様々であることから、病院の選定に苦慮するとの指

摘があります。 

 

○ 人生の最終段階（終末期）においても都民が安心して穏やかに過ごすためには、

適切な緩和ケアが提供される必要があります。国立がん研究センターが実施した遺

 
93 「東京都がん医療施設等調査（令和５年３月）」による。 
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族調査の都道府県別集計結果によると、死亡前１か月間の療養生活について、「痛

みが少なく過ごせた」と回答した割合は約 48％、「からだの苦痛が少なく過ごせ

た」と回答した割合は約 41％、「おだやかな気持ちで過ごせた」と回答した割合は

約 46％となっています。（再掲） 

 

○ がんの診断時は、患者及び家族にとって、診断による衝撃への対応や今後の治

療・生活への備えが必要となる重要な時期です。医療従事者は、治療と生活の両面

を支えるために、身体的問題を和らげることに加え、精神心理的な問題、社会・経

済的な問題についても確認し、積極的に情報を提供することを通して、患者及び家

族が課題を整理し今後に備えることができるよう支援することが求められていま

す。（再掲） 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、がんの確定診断を行っていると回答した割合が約

76％となっています。そのうち、診断時の緩和ケアの取組として行っているもの

として、がん患者の身体的苦痛や精神的苦痛、社会的な問題等の把握の実施と回答

した割合が約 38％、認定看護師等の同席によるケアと回答した割合が約 41％と

なっています。 

 

○ 医療従事者は、診断時に患者及び家族へ必要な情報提供を行い、支援につなげる

必要があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  診診断断時時かかららのの経経時時的的なな苦苦痛痛・・つつららささのの把把握握とと適適切切なな対対応応のの推推進進  

○ がん診療に携わる全医療従事者が患者の苦痛・つらさを把握でき、基本的な緩和

ケアを提供し、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、都は、

緩和ケアに関する研修会等の受講を促進します。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が緩和ケアの必要性を理解することができるよ

う、都は、東京都がん診療連携協議会と連携し、緩和ケアについての啓発を実施し

ます。 

 

○ 痛みの軽減に当たり、医療用麻薬だけでなく、緩和的放射線治療や神経ブロック

等の活用の考慮など、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、

都は、地域の病院に対し、拠点病院等（成人）の緩和ケアチームに相談できること

を啓発します。 

 

○ 都は、療養の移行期を支援できる緩和ケア外来に関する情報発信を強化します。 

 

○ 緩和ケア病棟から円滑に転院が行われ、切れ目のない緩和ケアが提供されるよ
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○ 拠点病院等（成人）は、緩和ケアチームが緩和ケアに係る相談を受け、助言を行

っていることについて、地域の医療機関への周知を行います。 

 

○ 都は、東京都がん診療連携協議会における、地域連携の好事例の共有や連携体制

構築のための取組を支援します。 

 

○ 都は、広域的な退院支援の促進に向け、東京都がん診療連携協議会と連携し、都

内の緩和ケア提供体制について情報を集約し、東京都がんポータルサイトの内容

を充実します。 

 

イイ  拠拠点点病病院院等等（（成成人人・・小小児児））以以外外のの病病院院ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 都は、在宅移行支援を行う病院に必要な機能を検証するため緩和ケア地域移行

モデル事業を実施するとともに、地域の病院の医療提供体制に係る一覧の公開を

行ってきました。 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、「初診時からの一貫した緩和ケアについて、十分に

できていない」と回答した割合が約 36％となっています。93 

同調査では、「緩和ケアの専門外来の設置がない」と回答した割合が約 65％、

「緩和ケアチームの設置がない」と回答した割合が約 32％となっています。 

また、同調査では、がん診療連携拠点病院の緩和ケア専門医等による専門的緩和

ケアのアドバイスについて、「どこに頼めばよいかわからず受けられていない」と

回答した割合が約 36％となっています。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が入院、外来を問わず、患者の苦痛・つらさにつ

いて把握し、基本的な緩和ケアの提供を行い、必要に応じて院内外の緩和ケアチー

ム等の専門的緩和ケアへつなげる必要があります。 

 

○ 拠点病院等（成人）から地域へと療養の場が移行していく時期を支えることがで

きる緩和ケア外来の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

○ 緩和ケア病棟を有する病院から地域の病院に転院する場合、転院先の病院によ

り緩和ケアの提供体制・内容が様々であることから、病院の選定に苦慮するとの指

摘があります。 

 

○ 人生の最終段階（終末期）においても都民が安心して穏やかに過ごすためには、

適切な緩和ケアが提供される必要があります。国立がん研究センターが実施した遺

 
93 「東京都がん医療施設等調査（令和５年３月）」による。 

 

族調査の都道府県別集計結果によると、死亡前１か月間の療養生活について、「痛

みが少なく過ごせた」と回答した割合は約 48％、「からだの苦痛が少なく過ごせ

た」と回答した割合は約 41％、「おだやかな気持ちで過ごせた」と回答した割合は

約 46％となっています。（再掲） 

 

○ がんの診断時は、患者及び家族にとって、診断による衝撃への対応や今後の治

療・生活への備えが必要となる重要な時期です。医療従事者は、治療と生活の両面

を支えるために、身体的問題を和らげることに加え、精神心理的な問題、社会・経

済的な問題についても確認し、積極的に情報を提供することを通して、患者及び家

族が課題を整理し今後に備えることができるよう支援することが求められていま

す。（再掲） 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、がんの確定診断を行っていると回答した割合が約

76％となっています。そのうち、診断時の緩和ケアの取組として行っているもの

として、がん患者の身体的苦痛や精神的苦痛、社会的な問題等の把握の実施と回答

した割合が約 38％、認定看護師等の同席によるケアと回答した割合が約 41％と

なっています。 

 

○ 医療従事者は、診断時に患者及び家族へ必要な情報提供を行い、支援につなげる

必要があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  診診断断時時かかららのの経経時時的的なな苦苦痛痛・・つつららささのの把把握握とと適適切切なな対対応応のの推推進進  

○ がん診療に携わる全医療従事者が患者の苦痛・つらさを把握でき、基本的な緩和

ケアを提供し、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、都は、

緩和ケアに関する研修会等の受講を促進します。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が緩和ケアの必要性を理解することができるよ

う、都は、東京都がん診療連携協議会と連携し、緩和ケアについての啓発を実施し

ます。 

 

○ 痛みの軽減に当たり、医療用麻薬だけでなく、緩和的放射線治療や神経ブロック

等の活用の考慮など、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、

都は、地域の病院に対し、拠点病院等（成人）の緩和ケアチームに相談できること

を啓発します。 

 

○ 都は、療養の移行期を支援できる緩和ケア外来に関する情報発信を強化します。 

 

○ 緩和ケア病棟から円滑に転院が行われ、切れ目のない緩和ケアが提供されるよ

 

○ 拠点病院等（成人）は、緩和ケアチームが緩和ケアに係る相談を受け、助言を行

っていることについて、地域の医療機関への周知を行います。 

 

○ 都は、東京都がん診療連携協議会における、地域連携の好事例の共有や連携体制

構築のための取組を支援します。 

 

○ 都は、広域的な退院支援の促進に向け、東京都がん診療連携協議会と連携し、都

内の緩和ケア提供体制について情報を集約し、東京都がんポータルサイトの内容

を充実します。 

 

イイ  拠拠点点病病院院等等（（成成人人・・小小児児））以以外外のの病病院院ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 都は、在宅移行支援を行う病院に必要な機能を検証するため緩和ケア地域移行

モデル事業を実施するとともに、地域の病院の医療提供体制に係る一覧の公開を

行ってきました。 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、「初診時からの一貫した緩和ケアについて、十分に

できていない」と回答した割合が約 36％となっています。93 

同調査では、「緩和ケアの専門外来の設置がない」と回答した割合が約 65％、

「緩和ケアチームの設置がない」と回答した割合が約 32％となっています。 

また、同調査では、がん診療連携拠点病院の緩和ケア専門医等による専門的緩和

ケアのアドバイスについて、「どこに頼めばよいかわからず受けられていない」と

回答した割合が約 36％となっています。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が入院、外来を問わず、患者の苦痛・つらさにつ

いて把握し、基本的な緩和ケアの提供を行い、必要に応じて院内外の緩和ケアチー

ム等の専門的緩和ケアへつなげる必要があります。 

 

○ 拠点病院等（成人）から地域へと療養の場が移行していく時期を支えることがで

きる緩和ケア外来の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

○ 緩和ケア病棟を有する病院から地域の病院に転院する場合、転院先の病院によ

り緩和ケアの提供体制・内容が様々であることから、病院の選定に苦慮するとの指

摘があります。 

 

○ 人生の最終段階（終末期）においても都民が安心して穏やかに過ごすためには、

適切な緩和ケアが提供される必要があります。国立がん研究センターが実施した遺

 
93 「東京都がん医療施設等調査（令和５年３月）」による。 
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族調査の都道府県別集計結果によると、死亡前１か月間の療養生活について、「痛

みが少なく過ごせた」と回答した割合は約 48％、「からだの苦痛が少なく過ごせ

た」と回答した割合は約 41％、「おだやかな気持ちで過ごせた」と回答した割合は

約 46％となっています。（再掲） 

 

○ がんの診断時は、患者及び家族にとって、診断による衝撃への対応や今後の治

療・生活への備えが必要となる重要な時期です。医療従事者は、治療と生活の両面

を支えるために、身体的問題を和らげることに加え、精神心理的な問題、社会・経

済的な問題についても確認し、積極的に情報を提供することを通して、患者及び家

族が課題を整理し今後に備えることができるよう支援することが求められていま

す。（再掲） 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、がんの確定診断を行っていると回答した割合が約

76％となっています。そのうち、診断時の緩和ケアの取組として行っているもの

として、がん患者の身体的苦痛や精神的苦痛、社会的な問題等の把握の実施と回答

した割合が約 38％、認定看護師等の同席によるケアと回答した割合が約 41％と

なっています。 

 

○ 医療従事者は、診断時に患者及び家族へ必要な情報提供を行い、支援につなげる

必要があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  診診断断時時かかららのの経経時時的的なな苦苦痛痛・・つつららささのの把把握握とと適適切切なな対対応応のの推推進進  

○ がん診療に携わる全医療従事者が患者の苦痛・つらさを把握でき、基本的な緩和

ケアを提供し、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、都は、

緩和ケアに関する研修会等の受講を促進します。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が緩和ケアの必要性を理解することができるよ

う、都は、東京都がん診療連携協議会と連携し、緩和ケアについての啓発を実施し

ます。 

 

○ 痛みの軽減に当たり、医療用麻薬だけでなく、緩和的放射線治療や神経ブロック

等の活用の考慮など、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、

都は、地域の病院に対し、拠点病院等（成人）の緩和ケアチームに相談できること

を啓発します。 

 

○ 都は、療養の移行期を支援できる緩和ケア外来に関する情報発信を強化します。 

 

○ 緩和ケア病棟から円滑に転院が行われ、切れ目のない緩和ケアが提供されるよ
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○ 拠点病院等（成人）は、緩和ケアチームが緩和ケアに係る相談を受け、助言を行

っていることについて、地域の医療機関への周知を行います。 

 

○ 都は、東京都がん診療連携協議会における、地域連携の好事例の共有や連携体制

構築のための取組を支援します。 

 

○ 都は、広域的な退院支援の促進に向け、東京都がん診療連携協議会と連携し、都

内の緩和ケア提供体制について情報を集約し、東京都がんポータルサイトの内容

を充実します。 

 

イイ  拠拠点点病病院院等等（（成成人人・・小小児児））以以外外のの病病院院ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 都は、在宅移行支援を行う病院に必要な機能を検証するため緩和ケア地域移行

モデル事業を実施するとともに、地域の病院の医療提供体制に係る一覧の公開を

行ってきました。 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、「初診時からの一貫した緩和ケアについて、十分に

できていない」と回答した割合が約 36％となっています。93 

同調査では、「緩和ケアの専門外来の設置がない」と回答した割合が約 65％、

「緩和ケアチームの設置がない」と回答した割合が約 32％となっています。 

また、同調査では、がん診療連携拠点病院の緩和ケア専門医等による専門的緩和

ケアのアドバイスについて、「どこに頼めばよいかわからず受けられていない」と

回答した割合が約 36％となっています。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が入院、外来を問わず、患者の苦痛・つらさにつ

いて把握し、基本的な緩和ケアの提供を行い、必要に応じて院内外の緩和ケアチー

ム等の専門的緩和ケアへつなげる必要があります。 

 

○ 拠点病院等（成人）から地域へと療養の場が移行していく時期を支えることがで

きる緩和ケア外来の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

○ 緩和ケア病棟を有する病院から地域の病院に転院する場合、転院先の病院によ

り緩和ケアの提供体制・内容が様々であることから、病院の選定に苦慮するとの指

摘があります。 

 

○ 人生の最終段階（終末期）においても都民が安心して穏やかに過ごすためには、

適切な緩和ケアが提供される必要があります。国立がん研究センターが実施した遺

 
93 「東京都がん医療施設等調査（令和５年３月）」による。 

 

族調査の都道府県別集計結果によると、死亡前１か月間の療養生活について、「痛

みが少なく過ごせた」と回答した割合は約 48％、「からだの苦痛が少なく過ごせ

た」と回答した割合は約 41％、「おだやかな気持ちで過ごせた」と回答した割合は

約 46％となっています。（再掲） 

 

○ がんの診断時は、患者及び家族にとって、診断による衝撃への対応や今後の治

療・生活への備えが必要となる重要な時期です。医療従事者は、治療と生活の両面

を支えるために、身体的問題を和らげることに加え、精神心理的な問題、社会・経

済的な問題についても確認し、積極的に情報を提供することを通して、患者及び家

族が課題を整理し今後に備えることができるよう支援することが求められていま

す。（再掲） 

 

○ 拠点病院等（成人・小児）及び緩和ケア病棟設置病院以外のがん性疼痛緩和指導

管理料算定病院への調査では、がんの確定診断を行っていると回答した割合が約

76％となっています。そのうち、診断時の緩和ケアの取組として行っているもの

として、がん患者の身体的苦痛や精神的苦痛、社会的な問題等の把握の実施と回答

した割合が約 38％、認定看護師等の同席によるケアと回答した割合が約 41％と

なっています。 

 

○ 医療従事者は、診断時に患者及び家族へ必要な情報提供を行い、支援につなげる

必要があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  診診断断時時かかららのの経経時時的的なな苦苦痛痛・・つつららささのの把把握握とと適適切切なな対対応応のの推推進進  

○ がん診療に携わる全医療従事者が患者の苦痛・つらさを把握でき、基本的な緩和

ケアを提供し、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、都は、

緩和ケアに関する研修会等の受講を促進します。 

 

○ がん診療に携わる全医療従事者が緩和ケアの必要性を理解することができるよ

う、都は、東京都がん診療連携協議会と連携し、緩和ケアについての啓発を実施し

ます。 

 

○ 痛みの軽減に当たり、医療用麻薬だけでなく、緩和的放射線治療や神経ブロック

等の活用の考慮など、必要に応じて専門的緩和ケアにつなげることができるよう、

都は、地域の病院に対し、拠点病院等（成人）の緩和ケアチームに相談できること

を啓発します。 

 

○ 都は、療養の移行期を支援できる緩和ケア外来に関する情報発信を強化します。 

 

○ 緩和ケア病棟から円滑に転院が行われ、切れ目のない緩和ケアが提供されるよ
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う、都は地域の病院における緩和ケア提供体制について効果的に発信します。 

 

②②  診診断断時時のの支支援援のの充充実実 

○ 診断時に必要な支援が患者及び家族に提供され、不安のある患者及び家族が相

談窓口につながるほか、何か困ったときに主治医以外にも相談できると理解して

もらえるよう、都は、地域の病院でがんの診断に関わる医療従事者に対し診断時の

緩和ケアの理解促進を図り、患者及び家族への適切な配慮や情報提供を推進しま

す。 

 

○ 都は、がん相談支援センターは誰でも利用できるということや拠点病院等（成人）

に設置されている緩和ケア外来で受けることができる支援について、患者及び家

族への普及啓発を実施します。 

 

ウウ  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 令和５（2023）年 12月時点で、都内の 33 病院で緩和ケア病棟（計 698床）

が設置されており、専門性の高い緩和ケアを提供しています（図 42 参照）。 

 

○ 都は、医療機関による緩和ケア病棟の施設や設備の整備に対する支援を実施し

ています。 

 

○ 都民意識調査によると、都民の約 39％は人生の最終段階（終末期）を緩和ケア

病棟で過ごしたいと考えています。 

 

○ 緩和ケア病棟では、患者の看取り、専門的で的確な症状緩和、患者の症状を緩和

した上での速やかな退院支援、レスパイト入院受入等を実施しています。 

 

○ 医療機関ごとの緩和ケア病棟の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

○ 都は緩和ケア病棟における専門性の高い緩和ケアの提供に向け、緩和ケア病棟

の施設や設備の整備を引き続き支援します。 

 

○ 緩和ケア病棟での療養を希望する患者が円滑に緩和ケア病棟につながることが

できるよう、緩和ケア病棟について、東京都がんポータルサイトの内容を充実しま

す。  
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図 42 東京都における緩和ケア病棟整備状況（令和５年 12月１日時点） 
う、都は地域の病院における緩和ケア提供体制について効果的に発信します。 

 

②②  診診断断時時のの支支援援のの充充実実 

○ 診断時に必要な支援が患者及び家族に提供され、不安のある患者及び家族が相

談窓口につながるほか、何か困ったときに主治医以外にも相談できると理解して

もらえるよう、都は、地域の病院でがんの診断に関わる医療従事者に対し診断時の

緩和ケアの理解促進を図り、患者及び家族への適切な配慮や情報提供を推進しま

す。 

 

○ 都は、がん相談支援センターは誰でも利用できるということや拠点病院等（成人）

に設置されている緩和ケア外来で受けることができる支援について、患者及び家

族への普及啓発を実施します。 

 

ウウ  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 令和５（2023）年 12月時点で、都内の 33 病院で緩和ケア病棟（計 698床）

が設置されており、専門性の高い緩和ケアを提供しています（図 42 参照）。 

 

○ 都は、医療機関による緩和ケア病棟の施設や設備の整備に対する支援を実施し

ています。 

 

○ 都民意識調査によると、都民の約 39％は人生の最終段階（終末期）を緩和ケア

病棟で過ごしたいと考えています。 

 

○ 緩和ケア病棟では、患者の看取り、専門的で的確な症状緩和、患者の症状を緩和

した上での速やかな退院支援、レスパイト入院受入等を実施しています。 

 

○ 医療機関ごとの緩和ケア病棟の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

○ 都は緩和ケア病棟における専門性の高い緩和ケアの提供に向け、緩和ケア病棟

の施設や設備の整備を引き続き支援します。 

 

○ 緩和ケア病棟での療養を希望する患者が円滑に緩和ケア病棟につながることが

できるよう、緩和ケア病棟について、東京都がんポータルサイトの内容を充実しま

す。  
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図 42 東京都における緩和ケア病棟整備状況（令和５年 12月１日時点） 
う、都は地域の病院における緩和ケア提供体制について効果的に発信します。 

 

②②  診診断断時時のの支支援援のの充充実実 

○ 診断時に必要な支援が患者及び家族に提供され、不安のある患者及び家族が相

談窓口につながるほか、何か困ったときに主治医以外にも相談できると理解して

もらえるよう、都は、地域の病院でがんの診断に関わる医療従事者に対し診断時の

緩和ケアの理解促進を図り、患者及び家族への適切な配慮や情報提供を推進しま

す。 

 

○ 都は、がん相談支援センターは誰でも利用できるということや拠点病院等（成人）

に設置されている緩和ケア外来で受けることができる支援について、患者及び家

族への普及啓発を実施します。 

 

ウウ  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 令和５（2023）年 12月時点で、都内の 33 病院で緩和ケア病棟（計 698床）

が設置されており、専門性の高い緩和ケアを提供しています（図 42 参照）。 

 

○ 都は、医療機関による緩和ケア病棟の施設や設備の整備に対する支援を実施し

ています。 

 

○ 都民意識調査によると、都民の約 39％は人生の最終段階（終末期）を緩和ケア

病棟で過ごしたいと考えています。 

 

○ 緩和ケア病棟では、患者の看取り、専門的で的確な症状緩和、患者の症状を緩和

した上での速やかな退院支援、レスパイト入院受入等を実施しています。 

 

○ 医療機関ごとの緩和ケア病棟の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

○ 都は緩和ケア病棟における専門性の高い緩和ケアの提供に向け、緩和ケア病棟

の施設や設備の整備を引き続き支援します。 

 

○ 緩和ケア病棟での療養を希望する患者が円滑に緩和ケア病棟につながることが

できるよう、緩和ケア病棟について、東京都がんポータルサイトの内容を充実しま

す。  
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図 42 東京都における緩和ケア病棟整備状況（令和５年 12月１日時点） 
う、都は地域の病院における緩和ケア提供体制について効果的に発信します。 

 

②②  診診断断時時のの支支援援のの充充実実 

○ 診断時に必要な支援が患者及び家族に提供され、不安のある患者及び家族が相

談窓口につながるほか、何か困ったときに主治医以外にも相談できると理解して

もらえるよう、都は、地域の病院でがんの診断に関わる医療従事者に対し診断時の

緩和ケアの理解促進を図り、患者及び家族への適切な配慮や情報提供を推進しま

す。 

 

○ 都は、がん相談支援センターは誰でも利用できるということや拠点病院等（成人）

に設置されている緩和ケア外来で受けることができる支援について、患者及び家

族への普及啓発を実施します。 

 

ウウ  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 令和５（2023）年 12月時点で、都内の 33 病院で緩和ケア病棟（計 698床）

が設置されており、専門性の高い緩和ケアを提供しています（図 42 参照）。 

 

○ 都は、医療機関による緩和ケア病棟の施設や設備の整備に対する支援を実施し

ています。 

 

○ 都民意識調査によると、都民の約 39％は人生の最終段階（終末期）を緩和ケア

病棟で過ごしたいと考えています。 

 

○ 緩和ケア病棟では、患者の看取り、専門的で的確な症状緩和、患者の症状を緩和

した上での速やかな退院支援、レスパイト入院受入等を実施しています。 

 

○ 医療機関ごとの緩和ケア病棟の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

○ 都は緩和ケア病棟における専門性の高い緩和ケアの提供に向け、緩和ケア病棟

の施設や設備の整備を引き続き支援します。 

 

○ 緩和ケア病棟での療養を希望する患者が円滑に緩和ケア病棟につながることが

できるよう、緩和ケア病棟について、東京都がんポータルサイトの内容を充実しま

す。  
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図 42 東京都における緩和ケア病棟整備状況（令和５年 12月１日時点） 

 

う、都は地域の病院における緩和ケア提供体制について効果的に発信します。 

 

②②  診診断断時時のの支支援援のの充充実実 

○ 診断時に必要な支援が患者及び家族に提供され、不安のある患者及び家族が相

談窓口につながるほか、何か困ったときに主治医以外にも相談できると理解して

もらえるよう、都は、地域の病院でがんの診断に関わる医療従事者に対し診断時の

緩和ケアの理解促進を図り、患者及び家族への適切な配慮や情報提供を推進しま

す。 

 

○ 都は、がん相談支援センターは誰でも利用できるということや拠点病院等（成人）

に設置されている緩和ケア外来で受けることができる支援について、患者及び家

族への普及啓発を実施します。 

 

ウウ  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 令和５（2023）年 12月時点で、都内の 33 病院で緩和ケア病棟（計 698床）

が設置されており、専門性の高い緩和ケアを提供しています（図 42 参照）。 

 

○ 都は、医療機関による緩和ケア病棟の施設や設備の整備に対する支援を実施し

ています。 

 

○ 都民意識調査によると、都民の約 39％は人生の最終段階（終末期）を緩和ケア

病棟で過ごしたいと考えています。 

 

○ 緩和ケア病棟では、患者の看取り、専門的で的確な症状緩和、患者の症状を緩和

した上での速やかな退院支援、レスパイト入院受入等を実施しています。 

 

○ 医療機関ごとの緩和ケア病棟の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

○ 都は緩和ケア病棟における専門性の高い緩和ケアの提供に向け、緩和ケア病棟

の施設や設備の整備を引き続き支援します。 

 

○ 緩和ケア病棟での療養を希望する患者が円滑に緩和ケア病棟につながることが

できるよう、緩和ケア病棟について、東京都がんポータルサイトの内容を充実しま

す。  
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う、都は地域の病院における緩和ケア提供体制について効果的に発信します。 

 

②②  診診断断時時のの支支援援のの充充実実 

○ 診断時に必要な支援が患者及び家族に提供され、不安のある患者及び家族が相

談窓口につながるほか、何か困ったときに主治医以外にも相談できると理解して

もらえるよう、都は、地域の病院でがんの診断に関わる医療従事者に対し診断時の

緩和ケアの理解促進を図り、患者及び家族への適切な配慮や情報提供を推進しま

す。 

 

○ 都は、がん相談支援センターは誰でも利用できるということや拠点病院等（成人）

に設置されている緩和ケア外来で受けることができる支援について、患者及び家

族への普及啓発を実施します。 

 

ウウ  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 令和５（2023）年 12月時点で、都内の 33 病院で緩和ケア病棟（計 698床）

が設置されており、専門性の高い緩和ケアを提供しています（図 42 参照）。 

 

○ 都は、医療機関による緩和ケア病棟の施設や設備の整備に対する支援を実施し

ています。 

 

○ 都民意識調査によると、都民の約 39％は人生の最終段階（終末期）を緩和ケア

病棟で過ごしたいと考えています。 

 

○ 緩和ケア病棟では、患者の看取り、専門的で的確な症状緩和、患者の症状を緩和

した上での速やかな退院支援、レスパイト入院受入等を実施しています。 

 

○ 医療機関ごとの緩和ケア病棟の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

○ 都は緩和ケア病棟における専門性の高い緩和ケアの提供に向け、緩和ケア病棟

の施設や設備の整備を引き続き支援します。 

 

○ 緩和ケア病棟での療養を希望する患者が円滑に緩和ケア病棟につながることが

できるよう、緩和ケア病棟について、東京都がんポータルサイトの内容を充実しま

す。  
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図 42 東京都における緩和ケア病棟整備状況（令和５年 12月１日時点） 

 

う、都は地域の病院における緩和ケア提供体制について効果的に発信します。 

 

②②  診診断断時時のの支支援援のの充充実実 

○ 診断時に必要な支援が患者及び家族に提供され、不安のある患者及び家族が相

談窓口につながるほか、何か困ったときに主治医以外にも相談できると理解して

もらえるよう、都は、地域の病院でがんの診断に関わる医療従事者に対し診断時の

緩和ケアの理解促進を図り、患者及び家族への適切な配慮や情報提供を推進しま

す。 

 

○ 都は、がん相談支援センターは誰でも利用できるということや拠点病院等（成人）

に設置されている緩和ケア外来で受けることができる支援について、患者及び家

族への普及啓発を実施します。 

 

ウウ  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 令和５（2023）年 12月時点で、都内の 33 病院で緩和ケア病棟（計 698床）

が設置されており、専門性の高い緩和ケアを提供しています（図 42 参照）。 

 

○ 都は、医療機関による緩和ケア病棟の施設や設備の整備に対する支援を実施し

ています。 

 

○ 都民意識調査によると、都民の約 39％は人生の最終段階（終末期）を緩和ケア

病棟で過ごしたいと考えています。 

 

○ 緩和ケア病棟では、患者の看取り、専門的で的確な症状緩和、患者の症状を緩和

した上での速やかな退院支援、レスパイト入院受入等を実施しています。 

 

○ 医療機関ごとの緩和ケア病棟の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

○ 都は緩和ケア病棟における専門性の高い緩和ケアの提供に向け、緩和ケア病棟

の施設や設備の整備を引き続き支援します。 

 

○ 緩和ケア病棟での療養を希望する患者が円滑に緩和ケア病棟につながることが

できるよう、緩和ケア病棟について、東京都がんポータルサイトの内容を充実しま

す。  
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図 42 東京都における緩和ケア病棟整備状況（令和５年 12月１日時点） 
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う、都は地域の病院における緩和ケア提供体制について効果的に発信します。 

 

②②  診診断断時時のの支支援援のの充充実実 

○ 診断時に必要な支援が患者及び家族に提供され、不安のある患者及び家族が相

談窓口につながるほか、何か困ったときに主治医以外にも相談できると理解して

もらえるよう、都は、地域の病院でがんの診断に関わる医療従事者に対し診断時の

緩和ケアの理解促進を図り、患者及び家族への適切な配慮や情報提供を推進しま

す。 

 

○ 都は、がん相談支援センターは誰でも利用できるということや拠点病院等（成人）

に設置されている緩和ケア外来で受けることができる支援について、患者及び家

族への普及啓発を実施します。 

 

ウウ  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 令和５（2023）年 12月時点で、都内の 33 病院で緩和ケア病棟（計 698床）

が設置されており、専門性の高い緩和ケアを提供しています（図 42 参照）。 

 

○ 都は、医療機関による緩和ケア病棟の施設や設備の整備に対する支援を実施し

ています。 

 

○ 都民意識調査によると、都民の約 39％は人生の最終段階（終末期）を緩和ケア

病棟で過ごしたいと考えています。 

 

○ 緩和ケア病棟では、患者の看取り、専門的で的確な症状緩和、患者の症状を緩和

した上での速やかな退院支援、レスパイト入院受入等を実施しています。 

 

○ 医療機関ごとの緩和ケア病棟の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

○ 都は緩和ケア病棟における専門性の高い緩和ケアの提供に向け、緩和ケア病棟

の施設や設備の整備を引き続き支援します。 

 

○ 緩和ケア病棟での療養を希望する患者が円滑に緩和ケア病棟につながることが

できるよう、緩和ケア病棟について、東京都がんポータルサイトの内容を充実しま

す。  
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図 42 東京都における緩和ケア病棟整備状況（令和５年 12月１日時点） 
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○ 診断時に必要な支援が患者及び家族に提供され、不安のある患者及び家族が相

談窓口につながるほか、何か困ったときに主治医以外にも相談できると理解して
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ウウ  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 令和５（2023）年 12月時点で、都内の 33 病院で緩和ケア病棟（計 698床）

が設置されており、専門性の高い緩和ケアを提供しています（図 42 参照）。 

 

○ 都は、医療機関による緩和ケア病棟の施設や設備の整備に対する支援を実施し

ています。 

 

○ 都民意識調査によると、都民の約 39％は人生の最終段階（終末期）を緩和ケア

病棟で過ごしたいと考えています。 

 

○ 緩和ケア病棟では、患者の看取り、専門的で的確な症状緩和、患者の症状を緩和

した上での速やかな退院支援、レスパイト入院受入等を実施しています。 

 

○ 医療機関ごとの緩和ケア病棟の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

○ 都は緩和ケア病棟における専門性の高い緩和ケアの提供に向け、緩和ケア病棟

の施設や設備の整備を引き続き支援します。 

 

○ 緩和ケア病棟での療養を希望する患者が円滑に緩和ケア病棟につながることが

できるよう、緩和ケア病棟について、東京都がんポータルサイトの内容を充実しま
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図 42 東京都における緩和ケア病棟整備状況（令和５年 12月１日時点） 
う、都は地域の病院における緩和ケア提供体制について効果的に発信します。 

 

②②  診診断断時時のの支支援援のの充充実実 

○ 診断時に必要な支援が患者及び家族に提供され、不安のある患者及び家族が相

談窓口につながるほか、何か困ったときに主治医以外にも相談できると理解して

もらえるよう、都は、地域の病院でがんの診断に関わる医療従事者に対し診断時の

緩和ケアの理解促進を図り、患者及び家族への適切な配慮や情報提供を推進しま

す。 

 

○ 都は、がん相談支援センターは誰でも利用できるということや拠点病院等（成人）

に設置されている緩和ケア外来で受けることができる支援について、患者及び家

族への普及啓発を実施します。 

 

ウウ  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 令和５（2023）年 12月時点で、都内の 33 病院で緩和ケア病棟（計 698床）

が設置されており、専門性の高い緩和ケアを提供しています（図 42 参照）。 

 

○ 都は、医療機関による緩和ケア病棟の施設や設備の整備に対する支援を実施し

ています。 

 

○ 都民意識調査によると、都民の約 39％は人生の最終段階（終末期）を緩和ケア

病棟で過ごしたいと考えています。 

 

○ 緩和ケア病棟では、患者の看取り、専門的で的確な症状緩和、患者の症状を緩和

した上での速やかな退院支援、レスパイト入院受入等を実施しています。 

 

○ 医療機関ごとの緩和ケア病棟の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

○ 都は緩和ケア病棟における専門性の高い緩和ケアの提供に向け、緩和ケア病棟

の施設や設備の整備を引き続き支援します。 

 

○ 緩和ケア病棟での療養を希望する患者が円滑に緩和ケア病棟につながることが

できるよう、緩和ケア病棟について、東京都がんポータルサイトの内容を充実しま

す。  
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図 42 東京都における緩和ケア病棟整備状況（令和５年 12月１日時点） 
う、都は地域の病院における緩和ケア提供体制について効果的に発信します。 

 

②②  診診断断時時のの支支援援のの充充実実 

○ 診断時に必要な支援が患者及び家族に提供され、不安のある患者及び家族が相

談窓口につながるほか、何か困ったときに主治医以外にも相談できると理解して

もらえるよう、都は、地域の病院でがんの診断に関わる医療従事者に対し診断時の

緩和ケアの理解促進を図り、患者及び家族への適切な配慮や情報提供を推進しま

す。 

 

○ 都は、がん相談支援センターは誰でも利用できるということや拠点病院等（成人）

に設置されている緩和ケア外来で受けることができる支援について、患者及び家

族への普及啓発を実施します。 

 

ウウ  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 令和５（2023）年 12月時点で、都内の 33 病院で緩和ケア病棟（計 698床）

が設置されており、専門性の高い緩和ケアを提供しています（図 42 参照）。 

 

○ 都は、医療機関による緩和ケア病棟の施設や設備の整備に対する支援を実施し

ています。 

 

○ 都民意識調査によると、都民の約 39％は人生の最終段階（終末期）を緩和ケア

病棟で過ごしたいと考えています。 

 

○ 緩和ケア病棟では、患者の看取り、専門的で的確な症状緩和、患者の症状を緩和

した上での速やかな退院支援、レスパイト入院受入等を実施しています。 

 

○ 医療機関ごとの緩和ケア病棟の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

○ 都は緩和ケア病棟における専門性の高い緩和ケアの提供に向け、緩和ケア病棟

の施設や設備の整備を引き続き支援します。 

 

○ 緩和ケア病棟での療養を希望する患者が円滑に緩和ケア病棟につながることが

できるよう、緩和ケア病棟について、東京都がんポータルサイトの内容を充実しま

す。  
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図 42 東京都における緩和ケア病棟整備状況（令和５年 12月１日時点） 
う、都は地域の病院における緩和ケア提供体制について効果的に発信します。 

 

②②  診診断断時時のの支支援援のの充充実実 

○ 診断時に必要な支援が患者及び家族に提供され、不安のある患者及び家族が相

談窓口につながるほか、何か困ったときに主治医以外にも相談できると理解して

もらえるよう、都は、地域の病院でがんの診断に関わる医療従事者に対し診断時の

緩和ケアの理解促進を図り、患者及び家族への適切な配慮や情報提供を推進しま

す。 

 

○ 都は、がん相談支援センターは誰でも利用できるということや拠点病院等（成人）

に設置されている緩和ケア外来で受けることができる支援について、患者及び家

族への普及啓発を実施します。 

 

ウウ  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 令和５（2023）年 12月時点で、都内の 33 病院で緩和ケア病棟（計 698床）

が設置されており、専門性の高い緩和ケアを提供しています（図 42 参照）。 

 

○ 都は、医療機関による緩和ケア病棟の施設や設備の整備に対する支援を実施し

ています。 

 

○ 都民意識調査によると、都民の約 39％は人生の最終段階（終末期）を緩和ケア

病棟で過ごしたいと考えています。 

 

○ 緩和ケア病棟では、患者の看取り、専門的で的確な症状緩和、患者の症状を緩和

した上での速やかな退院支援、レスパイト入院受入等を実施しています。 

 

○ 医療機関ごとの緩和ケア病棟の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

○ 都は緩和ケア病棟における専門性の高い緩和ケアの提供に向け、緩和ケア病棟

の施設や設備の整備を引き続き支援します。 

 

○ 緩和ケア病棟での療養を希望する患者が円滑に緩和ケア病棟につながることが

できるよう、緩和ケア病棟について、東京都がんポータルサイトの内容を充実しま

す。  
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図 42 東京都における緩和ケア病棟整備状況（令和５年 12月１日時点） 

 

う、都は地域の病院における緩和ケア提供体制について効果的に発信します。 

 

②②  診診断断時時のの支支援援のの充充実実 

○ 診断時に必要な支援が患者及び家族に提供され、不安のある患者及び家族が相

談窓口につながるほか、何か困ったときに主治医以外にも相談できると理解して

もらえるよう、都は、地域の病院でがんの診断に関わる医療従事者に対し診断時の

緩和ケアの理解促進を図り、患者及び家族への適切な配慮や情報提供を推進しま

す。 

 

○ 都は、がん相談支援センターは誰でも利用できるということや拠点病院等（成人）

に設置されている緩和ケア外来で受けることができる支援について、患者及び家

族への普及啓発を実施します。 

 

ウウ  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 令和５（2023）年 12月時点で、都内の 33 病院で緩和ケア病棟（計 698床）

が設置されており、専門性の高い緩和ケアを提供しています（図 42 参照）。 

 

○ 都は、医療機関による緩和ケア病棟の施設や設備の整備に対する支援を実施し

ています。 

 

○ 都民意識調査によると、都民の約 39％は人生の最終段階（終末期）を緩和ケア

病棟で過ごしたいと考えています。 

 

○ 緩和ケア病棟では、患者の看取り、専門的で的確な症状緩和、患者の症状を緩和

した上での速やかな退院支援、レスパイト入院受入等を実施しています。 

 

○ 医療機関ごとの緩和ケア病棟の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

○ 都は緩和ケア病棟における専門性の高い緩和ケアの提供に向け、緩和ケア病棟

の施設や設備の整備を引き続き支援します。 

 

○ 緩和ケア病棟での療養を希望する患者が円滑に緩和ケア病棟につながることが

できるよう、緩和ケア病棟について、東京都がんポータルサイトの内容を充実しま

す。  

 

 

!
東東
京京
都都
%%
&&
''
((
緩緩
和和
++
,,
病病
棟棟
!!
整整
備備
状状
況況
33
令令
和和
55
年年
77
88
月月
::
日日
時時
点点
>>

八
王
子
市

町
田
市

日
野
市

多
摩
市

稲
城
市

奥
多
摩
町

瑞
穂
町

檜
原
村

日
P
出
町

青
梅
市

T
U
(
野
市

羽
村
市 福
生
市

武
蔵
村
山
市

昭
島
市

立
川
市

国
立
市国
分
寺
市

府
中
市小
金
井
市

三
鷹
市

調
布
市

武
蔵
野
市

東
村
山
市

小
平
市

東
久
留
米
市

西
東
京
市

杉
並

中
野

新
宿

世
田
谷

渋
谷

目
黒

品
川

大
田

練
馬

板
橋

北

豊
島

足
立

葛
飾

荒
川

港

文
京

台
東

千
代
田

中
央

江
戸
川

墨
田

江
東

8
èê
ê

8
‘

è

7
’

8
8

8
’

7
7

7
“

東
大
和
市

7
‘

8

”
西
多
摩
•

–8
ê
—公
立
阿
伎
留
医
療
ù
ž
Ÿ
 

”
南
多
摩
•

–8
‘
—聖
£
丘
病
院

–8
“
—都
立
多
摩
南
部
地
域
病
院

–8
©
—町
田
市
民
病
院

–8
’
>
«
¬
«
野
病
院

”
北
多
摩
南
部
•

–8
­
—野
村
病
院

–8
è
—桜
町
病
院

”
区
西
南
部
•

–7
°
—東
京
共
済
病
院

–7
7
—日
本
赤
十
字
社

医
療
ù
ž
Ÿ
 

”
区
南
部
•

–’
—東
京
¸
¹
º
病
院

–­
—»
¼
¼
東
日
本
関
東
病
院

–è
—東
京
品
川
病
院

”
区
東
部
•

–8
°
—東
京
¾
¿
À
病
院

–8
7
—Á
Â
研
究
会
有
明
病
院

–8
8
—賛
育
会
病
院

”
北
多
摩
北
部
•

–ê
°
—信
愛
病
院

–ê
7
—複
十
字
病
院

–ê
8
—救
世
軍
清
瀬
病
院

–ê
ê
—国
立
病
院
機
構
東
京
病
院

”
区
西
北
部
•

–7
’
—都
立
豊
島
病
院

–7
­
—健
康
長
寿
医
療

ù
ž
Ÿ
 

–7
è
>
王
子
生
協
病
院

”
区
中
央
部
•

–7
>
聖
路
加
国
際
病
院

–8
—永
寿
総
合
病
院

–ê
—杏
雲
堂
病
院

–‘
—東
京
逓
信
病
院

–“
—都
立
駒
込
病
院

–©
—東
京
医
科
歯
科
大
学
病
院

狛
江
市

’

7
©

ê
°

7
8

ê
8

7

”
区
西
部
•

–7
8
—東
京
衛
生
,
é
ê
ž
ë
ì
í
病
院

–7
ê
—越
川
病
院

–7
‘
—救
世
軍
ï
 
ì
記
念
病
院

–7
“
—東
京
新
宿
ò
ó
ô
õ
ö
ù
ž
Ÿ
 

–7
©
—佼
成
病
院

清
瀬
市

8
ê

­
8
7

“

8
­

7
­

7
è

8
©

8
°

8
“

‘

7
ê

© ê

ê
7

7
°

（
１
）
聖
路
加
国
際
病
院

23
床

中
央
区

（
18
）
東
京
都
健
康
長
寿
医
療
セ
ン
タ
ー

20
床

板
橋
区

（
２
）
公
益
財
団
法
人
　
ラ
イ
フ
・
エ
ク
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
研
究
所
　
付
属
　
永
寿
総
合
病
院

16
床

台
東
区

（
19
）
王
子
生
協
病
院

25
床

北
　
区

（
３
）
公
益
財
団
法
人
佐
々
木
研
究
所
　
附
属
　
杏
雲
堂
病
院

40
床

千
代
田
区
（

20
）
医
療
法
人
社
団
城
東
桐
和
会
　
東
京
さ
く
ら
病
院

38
床

江
戸
川
区

（
４
）
東
京
逓
信
病
院

18
床

千
代
田
区
（

21
）
公
益
財
団
法
人
が
ん
研
究
会
　
有
明
病
院

25
床

江
東
区

（
５
）
地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
病
院
機
構
　
東
京
都
立
駒
込
病
院

22
床

文
京
区

（
22
）
社
会
福
祉
法
人
賛
育
会
　
賛
育
会
病
院

22
床

墨
田
区

（
６
）
東
京
医
科
歯
科
大
学
病
院

15
床

文
京
区

（
23
）
公
立
阿
伎
留
医
療
セ
ン
タ
ー

16
床

あ
き
る
野
市

（
７
）
医
療
法
人
社
団
メ
ド
ビ
ュ
ー
　
東
京
ち
ど
り
病
院

14
床

大
田
区

（
24
）
聖
ヶ
丘
病
院

11
床

多
摩
市

（
８
）
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
関
東
病
院

16
床

品
川
区

（
25
）
地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
病
院
機
構
　
東
京
都
立
多
摩
南
部
地
域
病
院

16
床

多
摩
市

（
９
）
社
会
医
療
法
人
社
団

 東
京
巨
樹
の
会

 東
京
品
川
病
院

14
床

品
川
区

（
26
）
町
田
市
民
病
院

18
床

町
田
市

（
10
）
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
　
東
京
共
済
病
院

19
床

目
黒
区

（
27
）
医
療
法
人
社
団
永
生
会
　
み
な
み
野
病
院

25
床

八
王
子
市

（
11
）
日
本
赤
十
字
社
医
療
セ
ン
タ
ー

18
床

渋
谷
区

（
28
）
医
療
法
人
財
団
慈
生
会
　
野
村
病
院

12
床

三
鷹
市

（
12
）
医
療
法
人
財
団
ア
ド
ベ
ン
チ
ス
ト
会
　
東
京
衛
生
ア
ド
ベ
ン
チ
ス
ト
病
院

20
床

杉
並
区

（
29
）
社
会
福
祉
法
人
聖
ヨ
ハ
ネ
会
　
桜
町
病
院

20
床

小
金
井
市

（
13
）
医
療
法
人
社
団
杏
順
会
　
越
川
病
院

34
床

杉
並
区

（
30
）
社
会
福
祉
法
人
信
愛
報
恩
会
　
信
愛
病
院

20
床

清
瀬
市

（
14
）
救
世
軍
ブ
ー
ス
記
念
病
院

20
床

杉
並
区

（
31
）
公
益
財
団
法
人
結
核
予
防
会
　
複
十
字
病
院

26
床

清
瀬
市

（
15
）
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
　
東
京
新
宿
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー

20
床

新
宿
区

（
32
）
救
世
軍
清
瀬
病
院

25
床

清
瀬
市

（
16
）
立
正
佼
成
会
附
属
　
佼
成
病
院

20
床

杉
並
区

（
33
）
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
　
東
京
病
院

30
床

清
瀬
市

　
（

17
）
地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
病
院
機
構
　
東
京
都
立
豊
島
病
院

20
床

板
橋
区

　
　

図 42 東京都における緩和ケア病棟整備状況（令和５年 12月１日時点） 

86 

う、都は地域の病院における緩和ケア提供体制について効果的に発信します。 

 

②②  診診断断時時のの支支援援のの充充実実 

○ 診断時に必要な支援が患者及び家族に提供され、不安のある患者及び家族が相

談窓口につながるほか、何か困ったときに主治医以外にも相談できると理解して

もらえるよう、都は、地域の病院でがんの診断に関わる医療従事者に対し診断時の

緩和ケアの理解促進を図り、患者及び家族への適切な配慮や情報提供を推進しま

す。 

 

○ 都は、がん相談支援センターは誰でも利用できるということや拠点病院等（成人）

に設置されている緩和ケア外来で受けることができる支援について、患者及び家

族への普及啓発を実施します。 

 

ウウ  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 令和５（2023）年 12月時点で、都内の 33 病院で緩和ケア病棟（計 698床）

が設置されており、専門性の高い緩和ケアを提供しています（図 42 参照）。 

 

○ 都は、医療機関による緩和ケア病棟の施設や設備の整備に対する支援を実施し

ています。 

 

○ 都民意識調査によると、都民の約 39％は人生の最終段階（終末期）を緩和ケア

病棟で過ごしたいと考えています。 

 

○ 緩和ケア病棟では、患者の看取り、専門的で的確な症状緩和、患者の症状を緩和

した上での速やかな退院支援、レスパイト入院受入等を実施しています。 

 

○ 医療機関ごとの緩和ケア病棟の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

○ 都は緩和ケア病棟における専門性の高い緩和ケアの提供に向け、緩和ケア病棟

の施設や設備の整備を引き続き支援します。 

 

○ 緩和ケア病棟での療養を希望する患者が円滑に緩和ケア病棟につながることが

できるよう、緩和ケア病棟について、東京都がんポータルサイトの内容を充実しま

す。  
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図 42 東京都における緩和ケア病棟整備状況（令和５年 12月１日時点） 

 

う、都は地域の病院における緩和ケア提供体制について効果的に発信します。 

 

②②  診診断断時時のの支支援援のの充充実実 

○ 診断時に必要な支援が患者及び家族に提供され、不安のある患者及び家族が相

談窓口につながるほか、何か困ったときに主治医以外にも相談できると理解して

もらえるよう、都は、地域の病院でがんの診断に関わる医療従事者に対し診断時の

緩和ケアの理解促進を図り、患者及び家族への適切な配慮や情報提供を推進しま

す。 

 

○ 都は、がん相談支援センターは誰でも利用できるということや拠点病院等（成人）

に設置されている緩和ケア外来で受けることができる支援について、患者及び家

族への普及啓発を実施します。 

 

ウウ  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 令和５（2023）年 12月時点で、都内の 33 病院で緩和ケア病棟（計 698床）

が設置されており、専門性の高い緩和ケアを提供しています（図 42 参照）。 

 

○ 都は、医療機関による緩和ケア病棟の施設や設備の整備に対する支援を実施し

ています。 

 

○ 都民意識調査によると、都民の約 39％は人生の最終段階（終末期）を緩和ケア

病棟で過ごしたいと考えています。 

 

○ 緩和ケア病棟では、患者の看取り、専門的で的確な症状緩和、患者の症状を緩和

した上での速やかな退院支援、レスパイト入院受入等を実施しています。 

 

○ 医療機関ごとの緩和ケア病棟の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

○ 都は緩和ケア病棟における専門性の高い緩和ケアの提供に向け、緩和ケア病棟

の施設や設備の整備を引き続き支援します。 

 

○ 緩和ケア病棟での療養を希望する患者が円滑に緩和ケア病棟につながることが

できるよう、緩和ケア病棟について、東京都がんポータルサイトの内容を充実しま

す。  
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図 42 東京都における緩和ケア病棟整備状況（令和５年 12月１日時点） 
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う、都は地域の病院における緩和ケア提供体制について効果的に発信します。 

 

②②  診診断断時時のの支支援援のの充充実実 

○ 診断時に必要な支援が患者及び家族に提供され、不安のある患者及び家族が相

談窓口につながるほか、何か困ったときに主治医以外にも相談できると理解して

もらえるよう、都は、地域の病院でがんの診断に関わる医療従事者に対し診断時の

緩和ケアの理解促進を図り、患者及び家族への適切な配慮や情報提供を推進しま

す。 

 

○ 都は、がん相談支援センターは誰でも利用できるということや拠点病院等（成人）

に設置されている緩和ケア外来で受けることができる支援について、患者及び家

族への普及啓発を実施します。 

 

ウウ  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

現現状状とと課課題題   

○ 令和５（2023）年 12月時点で、都内の 33 病院で緩和ケア病棟（計 698床）

が設置されており、専門性の高い緩和ケアを提供しています（図 42 参照）。 

 

○ 都は、医療機関による緩和ケア病棟の施設や設備の整備に対する支援を実施し

ています。 

 

○ 都民意識調査によると、都民の約 39％は人生の最終段階（終末期）を緩和ケア

病棟で過ごしたいと考えています。 

 

○ 緩和ケア病棟では、患者の看取り、専門的で的確な症状緩和、患者の症状を緩和

した上での速やかな退院支援、レスパイト入院受入等を実施しています。 

 

○ 医療機関ごとの緩和ケア病棟の情報が不足しているとの指摘があります。 

 

取取組組のの方方向向性性   

①①  緩緩和和ケケアア病病棟棟ににおおけけるる緩緩和和ケケアアのの推推進進  

○ 都は緩和ケア病棟における専門性の高い緩和ケアの提供に向け、緩和ケア病棟

の施設や設備の整備を引き続き支援します。 

 

○ 緩和ケア病棟での療養を希望する患者が円滑に緩和ケア病棟につながることが

できるよう、緩和ケア病棟について、東京都がんポータルサイトの内容を充実しま

す。  
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図 42 東京都における緩和ケア病棟整備状況（令和５年 12月１日時点） 




